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平成16年３月10日（水）議事日程

開 議（午前10時）

日程第１ 一般質問（通告順による）

平成16年鹿島市議会３月定例会一般質問通告書

順番 議 員 名 質 問 要 旨

⒈合併について、民意を諮る必要性

⒉並行在来線問題の再浮上の件

６ 16 谷 口 良 隆 ⒊所謂、減反奨励金の大幅削減の影響と市農政

⒋中・長期開門調査に関する意見書可決後の市の動きに
ついて

⒈『宝の海』有明海再生！
① 環境浄化槽の推進を

７ ４ 水 頭 喜 弘 ⒉ 教育問題
① ＣＡＰプログラムの導入について

⒊ 新年度予算と今後の見通しについて

⒈（再生）鹿島市株式会社論について
① 市政の再生は

・ 市長の基本的姿勢について
・ 合併について

８ 21 中 西 裕 司 ・ 行財政改革について
・ 職員の意識改革について

② 産業の再生は
・ 観光産業の振興について
・ 経済特区について

午前９時59分 開議

○議長（小池幸照君）

おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

日程第１ 一般質問

○議長（小池幸照君）

本日の日程は、お手元の日程表どおり一般質問を行います。

通告順により順次質問を許します。まず、16番谷口良隆君。

○16番（谷口良隆君）
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おはようございます。通告に基づきまして一般質問をさせていただきたいと思います。

当面の重要課題と思われる点について４点、私なりに準備をさせていただいておりますの

で、通告に基づいて行いたいと思っております。

まず、合併問題についてでございます。

繰り返し、私、この問題については民意がどこにあるか、その点、現在の執行部のとらえ

方についてはまだまだ不十分さ、あるいは十分確認できる域を出ていないという立場から質

問をいたしてまいりましたが、その点について、あえて時期が迫っておりますので、今議会

で質問をさせていただきます。

太良町との合併に向けて、桑原市長の不退転の決意という姿勢のもとで、合併協議も合併

後の新しい市の名前をいかにという 終段階に入ったようでございますが、私は進むにして

も、あるいは退くにしても、 終段階に入った今議会において、改めて合併についての鹿島

市民の心がどこにあるのか、そのための民主的作業の必要性を求めて質問をいたします。つ

まり、大正、昭和の合併とは違い、今回の合併は地方自治体の自主性、主体性を持った市民

が主役の選択が迫られたものであるからであります。地方自治体の選択とは、つまり、時の

行政がいかに民意を酌んで、その意思決定を民意に基づいて行われるか、ここが問われてい

るというふうに思っております。

合併の一方の当事者でございます太良町さんでは、合併問題が行政課題の俎上に乗るや、

その手続の手段として、現在の手法としては も、私なりには望ましいと考えておりますが、

住民投票条例が整備をされました。

来るべき６月議会には、合併の議案が恐らく提案をされるという日程になろうかといたし

ておりますが、その前段の５月には同条例に基づいて太良町民の住民投票が実施されるやに

お聞きをいたしております。太良町では、その投票を控えた今日、インターネットを含めて、

あるいは個人の知り合い等の御意見等も拝聴する中で、今日、賛否をめぐって活発な住民の

議論、動きが伝えられております。私は賛成しても反対にしても、こうした活発な動きのも

とに 終的に町民の意向が示されると、それが反映をされた合併の結論が出されるというこ

とは非常に喜ばしい、望ましい姿ではないかというふうにとらえておるわけであります。

いずれにしても、町民の意思によって我が町の百年の計に立った方向が決定されるという

ことでございます。そういう意味からは、本市の住民意向のくみ上げ方は、先ほど冒頭申し

ますように、依然として私は極めて不十分というふうにとらえております。

私は、武雄市を含む２市４町の合併協議に際し調査をされました、その意向調査をもって

市民の意向はつかんだものとするという執行部の従来までの姿勢をいまだに理解できませ

ん。当時の意向調査は、時の課題であった２市４町の合併を基本とした意向調査でありまし

たし、その中で関連質問として設けられた藤津郡との合併はどうなのかというもので、太良

町との１市１町という枠組みそのものを焦点にしたものではなかったことに、いまだ不満を
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残しているということを繰り返し申し上げているわけであります。

また、当時の意向調査で50.1％の市民が１市１町の合併に賛成ととれるという執行部の判

断でございますが、この50.1％の数値自体が分水点にある数値でありますと同時に、50.1％

という数値は、一般的な意味での合併自体は賛成だという意向の方と、藤津郡３町を視野に

入れた本市との合併について賛成という数値を合計された数値でございまして、繰り返しま

すように、必ずしも太良町との合併を市民として想定された時点での回答ではなかったと言

えない面も多分に含まれているというふうに私は解釈をいたしております。

私の言っていることが、改めて屋上屋の調査をする必要はないということでございますれ

ば、私が引き下がらなければならない話でございますけれども、私自身はただいま申し上げ

ますような理由で、決して屋上屋ではないというふうに思っております。再び調査に答えて

いただく側に回る市民にとっても、ごく自然に受け入れられ、むしろその執行部の慎重な姿

勢に賛意が贈られ、合点ずくで事の方向性が確認をされるわけでございます。

桑原市長がよく口にされるように、合併問題は百年の大計であります。百年の計を立てよ

うとするときに、端的に、具体的に市民にその意思を問うことに、なぜちゅうちょがあるの

か、むしろその方が理解に苦しむわけでございます。

民主主義の手続は一見ロスのようにも考えられがちですが、合併を決める主役が市民であ

るならば、当然の行政手続と考えるわけでございます。調査の結果、結果がいかなる形にな

ろうと、この問題だけは民意に諮られるべきでございます。

去る１月21日と22日の両日にかけて市内６地区で開かれました住民説明会は、私も参加を

させていただきましたけれども、参加者数、あるいは出された意見ともに、極めて低調であ

ったという感想を受けております。参加者の間からも、そうした感想が今日伝えられており

ます。

執行部自体は、確かに長い期間かけて議論をされてまいっておりますので、相当熱が上が

っておられるとしても、市民にその熱がいかほど伝わっているのか、そうしたことを考えれ

ば考えるほど、市民の懐に今日飛び込んで、その意向が把握されるべきではないでしょうか。

将来の世代に禍根を残さないためにも、市民に直接問いかけることを改めて御意見をさせて

いただき、桑原市長の答弁を改めて求めたいというふうに思います。

次に、二つ目の並行在来線の問題でございます。

年明けを前後いたしまして、にわかに新幹線長崎ルート建設問題が報道されておりますが、

市民の間には長崎本線のその後を危ぶむ声もぼちぼち出始めておるようでございます。

従来から桑原市長は、新幹線長崎ルートに絡む長崎本線の存続問題については、みずから

先頭に立ち、市民や沿線住民の利益を守るという立場から、その相手がたとえ国家プロジェ

クトであっても毅然とした態度で、その利益を守るために奮闘努力をされたことにまずもっ

て敬意を表しておきたいというふうに思いますが、このたびの再燃しそうな動きの中でも、
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その姿勢を堅持して所期の目的が達成できますよう、さらにねじを巻いて努力をいただきま

すようにお願いを申し上げておきたいというふうに思います。

そこで、２点程度になると思いますが、質問をいたしておきたいと思います。

思い起こしてみますと、平成13年の初頭ではなかったかと思いますが、存続運動を一時休

止された、その時点において、桑原市長はこういうふうに申しておられたというふうに記憶

をいたしております。それは、平成13年度政府予算に新幹線長崎ルートが盛り込まれなかっ

たことは、つまり、実現がかなり先に遠のくと考えてよい、そういう趣旨の発言を私たち議

会にも、多分全員協議会の場ではなかったかと思いますが、説明をされてまいったと記憶を

いたしております。そのかなり先とは、10年、あるいはそれ以上ではないかというような数

値も示されたような記憶がございます。桑原市長は、その根拠として、ＪＲ九州の当時の社

長さんが長崎ルートの着工については鹿児島ルート全体の完成に見通しがつく段階でからし

かないと着工できないという意向表明があったこと、あるいは佐賀県当局が沿線自治体の意

向を重視しているという点が根拠とされていたというふうに考えております。

非公式の、議事録として残る議論の場所ではございませんでしたので、あいまいな記憶で、

こうした公式の場で私も発言するのはいかがかと思って、大分議事録等をめくって見ており

ましたところ、平成12年12月の定例議会におきまして井手常道議員の一般質問に対する桑原

市長の答弁が残っておりました。必要であれば、後から読み上げたいと思いますが。

その結果、長崎本線存続期成会は活動を中止されたということになっております。そうし

た経過を踏まえるなら、今なぜ長崎ルートの議論の浮上なのかということになります。当時

の見通しは甘かったのではないかという感じも抱くわけでございますが、ここら辺について、

市長の当時の判断と今日の状況のギャップ感を我々は感じておるわけですが、それに対する

所見などお持ちならば、お伝えをいただきたいと思います。

なお、このたび、ひとつ華々しく九州新幹線の八代から鹿児島の間が部分開業をされたと

いうことから、静けさを保っておったこの長崎ルートの問題について、一つの議論の種がま

かれているという楽観的な観測もできないわけではございませんけれども、ことし５月まで

に与党合意を図るという新聞報道等、あるいは直接工事費ではないにいたしましても、平成

16年度の着工が見送られるという政治判断がなされましたけど、その見返りという格好で、

調査費や新幹線を予定した駅舎の整備費が予算計上をされようという動き等々考えれば、あ

ながち楽観視できない現状も、片方には横たわっているというふうに判断をいたされます。

近年、保健所の統廃合の問題、あるいは過去には食糧事務所の武雄統合の問題や、あるい

は養護学校の塩田決着など、本市の重要な運動課題としてきた課題が必ずしも思うに任せて

こなかった経過を念頭にしますと、市民の間には今回の問題にも下手をすればという不安が

聞かれる場面もあるところでございますので、先日の二方のこの場における一般質問とも重

複がございましょうけれども、その点について市長の決意といいますか、含めて御見解を示
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していただきたいということでございます。

いま一つ、この場においてお尋ねをしておきたい点は、存続期成会の運動基盤の拡大、発

展の対策の立場からお尋ねをいたします。

当時、沿線市町村のうち、小長井町と高来町の場合は長崎県との絡みの中で、中途で期成

会から外れておられます。佐賀県内におきましては、その後、合併問題とも絡んで、固有名

称を出して恐縮な点もございますが、塩田町さんや江北町さんなどの態度も微妙に気になる

点がございます。

過日、期成会の再スタートが切られたというふうに伝えられておりますけれども、ことし

５月中には政府・与党としての方針が固められるという政治的な日程関係からも、早急にか

つて並み、あるいはそれ以上の運動母体を整備する必要があろうかと考えております。住民

参加の運動をどのように考えられておるのか、現状と今後についての方針の一端でもお知ら

せいただければと存じます。

古川知事さんが地元同意の前提は沿線市町の同意ということを一つの担保としていただい

ているということを、過日の質問で市長の方から示されましたけど、３月８日の県議会一般

質問に、長崎ルートは基本的には推進の立場をとるとした上で、国の今後の動向を見きわめ、

できるだけ早く沿線市町との協議を行いたいというふうに古川知事さんは答弁をされた旨の

報道がなされております。それをどういうふうに読み取るのかというのは、いろいろな立場

からございましょうけれども、必ずしも古川知事さんが沿線自治体の意向だけに沿って県の

方針が固められるという答弁ではなさそうなとらえ方もされそうな発言になっております。

それ相当の熱意と運動の背景が沿線の中にでき上がらない限りは、先ほど申し上げますよう

な危惧が増していくというふうに私は考えます。その点、運動の強化を前提にお尋ねをいた

しておるわけであります。

あわせて、市長も気にされておられます 終的な政治決着という点での対策について、市

長の立場、または期成会の一つの団体として、政財的関係強化をいかに考えられ、対策を講

じられようとしておるのか、その点についてもよろしければ、許される範囲でお伝えいただ

ければというふうに存じます。

次に、３点目の質問でございます。

いわゆる減反奨励金が平成16年度につきましては大幅に削減をされるという情勢のもとで、

本市の農業、農政を守るという立場から質問をいたします。

平成16年度の、いわゆる減反政策は、面積割り当てから出荷量の割り当て方式に切りかえ

られ、生産した米は農業者や農業団体の責任で販売をしなさいという色合いがますます濃く

なってまいりました。

また、減反奨励金も平成16年度は地域の条件で若干の差異はあるにしても、例えば、私の

地元の生産組合の概算でまいりますと、１反当たり、昨年の75千円の奨励金から40千円、場
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合によってはそれを下回る可能性もあるという見方もされております。例えば、１町歩作

付をされる農家に例えますと、 350千円程度の減収になるということになります。この金額

は、本市内の一般的なサラリーマンのおおむね２カ月程度の給与カットにも相当します。な

かなか大変な農業行政になろうとしているものだというふうに考えておるところでございま

すが、田園都市を標榜する本市にとっても大きな経済的な痛手となっていくものと思われま

す。

つい先日、平成13年度の全国県民所得を内閣府が発表いたしておりましたが、佐賀県民

１人当たりの県民所得は 2,450千円と報道されておりました。対前年比で過去 大のマイナ

ス 4.1％、全国平均よりも 518千円低く、全国31位の地位にございます。

今日の給与削減、あるいはリストラ等のあおりで、全所得者層の75％を占める雇用者報酬

が 1.2％減ったことで、全体的な所得を引き下げた要因が大きいと分析をされておりますが、

産業別に見ると、公共工事の削減で建設業が23.3％も減少をいたしております。その次に次

ぐのが、減反政策等のあおりで農業が 8.1％減少しているというふうに言われております。

農業経営は一般の企業経営とは違って、作付から価格の決定に至るまで政府の政策によると

ころが大きいわけでございます。

そこでお尋ねをいたしますが、従来、鹿島市農政は国県農政の通過政策にすぎなかったと

私なりには酷評をいたしておりますが、こうした時期に、農業都市としての地の利を生かし

た農政をどう本市として展開をしていこうと考えておられるのかについてお尋ねをいたしま

す。

恐らくこうした質問をいたしますと、総論的に、こういうふうな農業でありたいという答

弁を繰り返し従来どおりされると思いますが、そうした答弁は、この際必要ございません。

私も農家経営者の一人でございますが、農業は百姓と申します。「百の姓（かばね）」と

書くわけでありますが、農政はすべて網羅する秘訣はございません。具体的に可能な施策を

一つずつ、行政が地下足袋をはいて農業現場に入り込む心構えで政策を探っていく必要があ

るというふうに基本的に私は考えておるわけであります。

過去、営農センターの廃止の問題や、先ほど来までの農林公社構想も事実上棚上げされ、

農政からの撤退の感否めない現状の中で、この先の新しい時代に対応する所信並びに具体的

農政の一端でもひもといていただければ、今日危機感をあおられている今日の農業者に対す

る安心感の一端にでもなろうかと思うわけでございますが、平成16年度の、それにかわる鹿

島市農政、補強をするような農政をいかように考えておられるかについてお尋ねをいたした

いと思います。

次に、 後になりますが、中・長期の開門調査、いわゆる諫早湾締め切りの開門調査に関

する質問でございます。

農水省は、諫早湾干拓事業を平成18年度に完成をさせたいという方針で、市民から、ある
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いは多くの漁民の皆さんからの声や地方自治体の意向をよそに、現場周辺には鉄条網まで張

りめぐらせて工事を進められております。多くの学者や研究者らの科学的裏づけをもって見

ても、有明海異変の主因は諫早湾干拓事業にあるのではないかということが数多く、強く指

摘をされてきたところでございますが、農水省は理論的な反論もほとんど行うことなく、複

合原因説を繰り返して今日に至ってきております。

沿岸自治体の首長さんたちが中・長期開門調査の必要性を公にされておるのは、古川佐賀

県知事や本市の桑原市長を初め、まだほんの一部にとどまっていると。立場上やむを得ない

点もあろうかと思いますが、一方、政治的な立場で、昨年12月議会では佐賀県、福岡県、熊

本県の各県議会を初め、本市議会を含めて沿岸27市町村議会で、その実施を求める意見書も

可決されました。

この３月議会でも、さらに他の議会にも波及するものと考えられますし、願いたいもので

ございますが、こうした動きは今後、政治的に大きな役割を果たしていくものと私なりには

考え、喜んでいる一人でございますけれども、こうした新たな動きの中で、行政としていか

にそうした政治的な環境を生かして対応をしていこうとされているのか、余り見てとれない

ところでございます。そういった点で、行政として事務的な立場を越えて運動的見地でどう

した取り組みを考えようとされておるのか、見えないわけであります。

そこで、お尋ねでございます。

昨秋の全国市長会要望に向けた取り組みの結果についてはどういうふうになってきたのか。

あるいは鹿島市として、12月議会の意見書可決を受けて、どのような行政的な動きで対応さ

れてきたのかについてお尋ねをいたしまして、１回目の質問を終わりたいと思います。

○議長（小池幸照君）

北村企画課長。

○企画課長（北村建治君）

それでは私の方からは、谷口議員の１回目の御質問の中での第１番目、合併について民意

を諮る必要性についてお答えをいたします。

この合併につきましては、鹿島市といたしましても住民の皆さんに対し、まず合併の必要

性を説明しながら、次に意向調査等を実施するに当たりましては、今後の道筋についてもき

ちんと説明をしながら進めてきたところでございます。

このような中、意向調査では、２市４町の枠組みが成立しなかった場合には、その後の進

め方について住民の意見を問い、集約した結果、鹿島市と藤津郡内の町との枠組みという意

見が も多かったところでございます。そこで、まず１市３町の枠組みに懸命に努力をいた

しましたけれども、 終的には鹿島市と太良町の１市１町の枠組みで合併協議を進めていく

ことになったところでございます。

その後、ここ１年間の間に市町村をめぐる環境は大きく変化してまいりました。特に財政
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状況は、国の三位一体改革の実施等により地方交付税の額が大きく減額されることになりま

して、このままでは現状のサービス維持そのものも困難となってくることから、合併の必要

性というものがますます高まってきたと思っております。

この難局を乗り切るためには、合併をして、特例期間の10年間の優遇措置を活用しながら、

その間に行財政改革を実行し、体制をスリム化して、足腰の強い行政体をつくり上げなけれ

ばならないと思っておるところでございます。そのために、現在は合併に向けて全力を傾け

て進めております。

なお、４月13日ごろまでには協定項目のすべての協議が終了し、まちづくり計画もでき上

がりますので、 終の住民説明会も、その後開催をしたいと考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

農政の問題等は、また別に課長なりが答弁いたしますが、引き続きこういう問題から長崎

本線存続の問題、こういうふうに流れた方が話がわかりやすいだろうということで、この時

点で私がお答えをいたします。

まず、合併についての民意を諮る必要性ということでありますが、これは住民意向調査と

いう形で基礎調査はやったという認識を持っております。

現在、法定合併協議会で、先ほど申しましたように、鋭意努力をしているところでありま

すが、 終的には廃置分合議案を議会に提案します。議会、あるいは一人一人の議員さんは、

この民意をくみ取って賛否をされるはずですので、そこに私はお諮りを申し上げたいと、こ

ういうふうに思っております。

それから、この並行在来線問題の再浮上の件ということでありますが、ちょっと済みませ

ん、資料をとります。

まず、励ましをいただきましてありがとうございます。長崎ルートの着工はかなり先とい

うことを言ったと、見通しが甘かったのではないかということでありますが、そうは思って

おりません。

まず、議案書をコピーいたしておりますが、ここのところで、「やはりこの長崎ルートの

着工というものは、少なくともかなり先にずれ込んでいくんじゃないかという見通しを私は

現在持っております」と、こういうふうに議事録に載っております。

現に、この時点は、あと政府・与党申し合わせがこの年の これは12月議会での私の答

弁を今申し上げましたが、12月18日に政府・与党申し合わせの「整備新幹線の取り扱いにつ

いて」と、これが公表になって決定をしております。12月18日付でですね。で、この答弁は

それより前と、時系列的に見ればそれより前ということになります。この時点で私は先にず
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れ込むという予測をしておりましたが、現にこの年の12月18日には着工区間には長崎ルート

は入りませんでしたし、それから既に３年たっております。

今回、長崎ルートの問題が浮上しておりますが、着工が決まったわけじゃないですね、今

からですね。だから、そういう意味で私は着工にならないように頑張るということでありま

すから、甘いも何もないということになります。

私がもし数字を言ったとしたら、10年先、20年先と。これは、私がなぜその時点で並行在

来線の経営分離に対して同意をしないかと。当時、私はいろんな場所でこういう言い方をし

ておりました。この並行在来線が切り離されるのは、例えば新幹線長崎ルートが完成をして、

これが供用開始になる時点で切り離しになるわけですね。そこまでは経営分離はなされない

んです。そういう仕掛けになっております。

その12年の与党申し合わせの中に、おおむね12年後の完成を目指すと、ほかの長野－富山

間とか、「12年」という数字が大体一つのめどであるんですね。その時点から言いますと、

12年から言いますと、例えば、すぐ着工になったとしても、本格着工から12年後ですから、

平成12年から言えば平成24年というふうになります。10年から20年後に切り離される、その

ときの交通体系の鉄路の重要性というものがどういうふうになっているか、現時点ではかる

ことができないと。だから、そういう先のことを私は同意をするわけにはいかないと。こう

いうことは随所で申し上げておりますので、何もその着工が何年先というふうな数字はどこ

にも出ておりませんし、またそこを限定した言い方でしているはずはないというふうに思っ

ております。

それから、ちょっとこれは、こういう御質問が出ましたので、昨日、県議会において、こ

れは議長さん、あるいは青木特別委員長さんも傍聴に行かれたそうでありますが、鹿島市出

身の土井県議の質問に対する知事の答弁を これは大事なことですから、私が非常に心配

しておったことも核心をついた質問、あるいは答弁がなされておりますので、御紹介をいた

したいと思います。

まず第１回目の質問で、新幹線長崎ルートの整備は県民の共通認識が得られているとは

言いがたいと。そういうふうなことを申されまして、質問の内容の１番目に、佐賀県の地

域負担はどうなるのか。２番目に、費用対効果についてどのように考えているのか。３番

目に、並行在来線問題についてどのように考えているのかと、こういうふうな質問を１回

目になされております。これに対して古川知事の答弁が、九州新幹線長崎ルートの整備は、

まず武雄温泉－長崎間の約67キロメートルの総工事費が約 4,100億円。実は、これは平成９

年の試算だと思います。これを距離案分すると、佐賀県区間が約17キロメートルで約 980億

円と、受益負担の割合がですね。長崎県と佐賀県の割合、佐賀県負担は17キロメートル分の

約 980億円と。この地域負担は、全国新幹線鉄道整備法によりＪＲ負担額を控除した後に、

国と県が２対１の割合で負担することとなると、こういうふうになっているんです。逆に言
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えば、ＪＲ負担というのは利益の範囲内となっていますから、利益が出ないとＪＲは負担し

ないと、こういうことになっているわけですね。そして、国と県が２対１の割合で負担する

こととなると。また、これに対して交付税措置がなされることから、実質の負担額としては

約15％、 980億円の約15％の 150億円程度と。それから、さらに肥前山口－武雄温泉間の複

線化に要する経費が 120億円かかりますと。 980億円のほかに複線化の経費が 120億円かか

りますと。これは、幹線鉄道整備事業の枠組みの中で行われ、地方負担を約25％、地方負担

が約25％あるということですね。これを計算すると約30億円と見込まれる。よって、実質負

担額は合計 180億円、 150億円と30億円の 180億円と。

それから、この２番目の質問に対する費用対効果の面、武雄温泉－長崎間に新線をつくり、

武雄温泉－博多間は在来線を使う、いわゆるスーパー特急方式であると。したがって、時間

短縮効果については、県の真ん中から東の方については直接的効果は小さいと思われると。

武雄温泉から佐賀に向かって、そっち側の、つまり佐賀駅とか武雄温泉駅とかは直接的効果

は小さいと思われると。

次に、武雄温泉駅－嬉野温泉駅に新幹線の駅が整備され、特に嬉野温泉駅は新駅ができる

ことから、ここはＪＲが現在通っておりませんのでね、この部分については新たな観光需要

が期待できるという経済効果もあると考えると。

いずれにしても、県としては、新幹線長崎ルートの整備は将来を展望した全国高速交通ネ

ットワークの建設に資するものであり、長期的展望に立って推進すべき事業であると認識し

ていると。これは要点引きをしておりますので、要点としてはこういうことの答弁をなされ

ております。

それから、三つ目の質問に対して、並行在来線の取り扱いについては、平成８年12月の政

府・与党合意において、並行在来線の経営分離については工事実施計画の認可前に沿線地方

公共団体及びＪＲを経て確定することとされており、沿線自治体の同意が、国が着工認可を

決定するときの前提条件とされていると。県としては、並行在来線問題が大きな課題である

ということを十分認識している。未着工区間の見直しに当たり、並行在来線経営分離につい

ての沿線市町の意向を十分尊重して対応していきたい。そのためにも沿線市町と協議をでき

るだけ早期に行い、きちんと向き合って話し合っていきたいと考えていると。１回目の質問

に対しては、こういう答弁をなされております。

それから、土井県議の２回目の質問は２点あります。まず１点目が、着工認可前というこ

とは着工区間の決定前とどう違うのかと。これは私が懸念として持っているということ、こ

のことであります。

それから２点目が、沿線自治体と話をするというが、与党が５月までに結論を出すと言っ

ているが、余りにも時間がなさ過ぎるのではないかと、こういう質問をされております。

これに対する答弁、これは午後になりますが、まず１点目の質問に対して、新幹線の流れ
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を説明すると、現在、鉄道公団から国土交通大臣へ認可申請の段階である。そして、今、自

民党、そして与党の中で委員会やプロジェクトチームをつくって検討がなされている。そし

て、次に政府が加わった政府・与党の検討が行われることとなると。

現在は、いわば政治ベースでの検討段階である。今後は、政府・与党 これは政府も加

わった形ですね、政府・与党の検討委員会で着工方針の決定がなされるが、その着工方針が

決定される前に並行在来線の地元自治体の同意の確認が求められると、手続がこういうふう

になっておりますからということですね。

したがいまして、先ほど言われましたように、できるだけ県としては早く沿線市町との話

し合いをやっていきたいというふうなことを申されておりますが、それに対しては私は、こ

の場で申し上げますが、まずやっぱり県の話は聞かにゃいかんと思うんですね。そして、

終的には十分な検討をして、そして沿線の立場、あるいは県民の一員であります、それから

西九州地域の一員としての立場から、総合的にこのことを判断して結論を出していかなけれ

ばいけないと、こういうふうに思っております。

以上です。

○議長（小池幸照君）

中橋農林水産課長。

○農林水産課長（中橋孝司郎君）

谷口議員の、減反奨励金の大幅削減の影響と市農政ということで、その中で今後の鹿島市

の農政についてということでお尋ねでございますので、御答弁をいたします。

その前に、先ほど議員申されますように、今回、米の政策が大きく変わろうとしています。

これが何で変わろうとしているかということはもう議員申されたとおり、今、国の政策の中

で、今回言われているのは、昭和46年から生産調整に取り組みがなされてきました。しかし、

それ以上にやはり米が残ってきているというふうなことの対応ということが、今後どうして

いくかということが問われております。先ほど言われましたように、減反という部分で今ま

で取り組みをしていましたけれども、今後は生産者自身が売れる米をつくりながら、じゃ、

これを幾ら売っていくのかということで、つくれる面積というのが割り当てが今度なされて

おります。それと、もう一つ大きく変わってきているのは、今の農政の中で、皆さん各集落

を見ていただくとおわかりのように、じゃ、後の後継者、10年後を含めて後継者がどのよう

な形でいるのかという部分を見た中で、現在の鹿島の状況を申し上げますと、農家人口でい

きますと、これは平成12年のことですけれども、 9,494名ということですが、これはちなみ

に平成７年でいいますと１万 440名あったわけです。その中で、65歳以上の就業者が38％、

12年で48.8％、現在もう50％を超えております。

それで、あと兼業農家、また農業を主とした第１種兼業農家というのが平成７年で23.7％、

12年で20％というふうに、第２種の、所得が農業じゃなくて、ほかの部分で所得した分が平
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成７年に63.2％でしたのが、平成12年には66％というふうに変わってきておりまして、農業

を主とする部分がかなり減ってきている状況でございます。今後、その集落の農業を維持し

ていくためにという政策で、今度、この農業の政策大綱が大きく変わってきていると思いま

す。

それで、先ほど申されました助成金の問題ですけれども、昨年というか、今年度、15年度

までは鹿島市に対して 193,000千円が助成金として出てきております。来年予定されていま

す助成が 110,000千円ということで、92,000千円の減という形になります。これには、今ま

での部分では御存じのとおり、とも補償という形で拠出金が37,000千円ありましたので、そ

の分の差し引きをしますと、実質は55,000千円の減ということになります。今度の助成金の

使途について言われていますのが、この価格の補償についてという形では使えないように今

なっています。それで今回は、今後農政をどうやっていくのかという部分についての使い方

ということで、今ビジョンを作成しながら新年度に向けて準備を行っているところでござい

ます。

今後の農政ということで御質問があっておりましたので、市といたしましては、国、県の

流れの中でという農政だけにということでございますけれども、確かに市行政としての一つ

の役割としては、農業基盤の整備というのを行政の部分で手伝いをしていくということが主

になってくるだろうと思います。それで、あとその実際の農業を営む部分については、やは

り農家の皆さんたちが努力をしていただきたい。それについては行政も一緒にやっていきた

いと思いますけれども、主体的にはそういう環境の整備を、まず国、県の助成をもらいなが

ら整備をしていきたいということで、鹿島の圃場整備を見ましても、もう90％以上が一応終

わっています。そういうふうに基盤の整備というのが主な仕事と思います。

それで、今までも鹿島の農業の中で、施設園芸については県内でも今、優秀なメンバーで

表彰を受けたりという人たちも大分出てきているように思います。今、農林水産課で考えて

いるのは、ＪＡさんを主体として、今系統での出荷というのを主にやっておられます。この

系統出荷ということで、多量の品物をさばくには当然これがいいんです。それともう一つは、

今直売所というのが鹿島には10店舗ほどありますけれども、今県内でもこういう売り方とい

うのが鹿島の方では進んでいるという状況ですので、この辺もあわせて今後進めていきたい

というふうに思っています。

それから、諫早湾の問題になりますけれども、これは先ほど議員申されますように12月

議会で議決していただきまして、それを送ったところですけれども、今、国の流れ、農政局

の流れということで、今回、中・長期の開門調査についての検討会が12月に一応終わりまし

た。このことについてはもう議員は御存じと思いますけれども、その結果については、それ

を開門することによっての被害といいますか、これは短期調査の統計も出ていますが、その

周辺についての被害が出ていると。これを中期にということになれば、そういう被害に対す
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る手当というのが試算で 420億円ぐらいかかるということと、その他、その復元等について

数十億円の金額がかかるということで、今の国の方向としては、中・長期をやって、必ずそ

れが原因というのがあれば、それだけ金をかけてもというんですが、検討会の中ではその必

ずという指標が出ていないという中で、それだけの金をそれにかけるというのはということ

で、方向的にはそれを有明海の再生に使っていきたいというふうな方向がこの間説明をされ

ました。

だから、その辺も含めて、そして九州市長会の中で市長が提案をされる段階で、やはり長

崎県の反対もありまして、九州市長会でそれを全体で採択するのは非常に困難だということ

がございまして、市長会の方では取り上げられておらないような状況もございます。

そういうことで、なかなか全体で進めていくというのが非常に困難な状況ですので、鹿島

市としては、幸い知事がその表明をされておりますので、県と一緒になってその辺に取り組

みをしていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

諫早湾の中・長期開門調査のことで、九州市長会提案、これは先ほど答えましたが、ちょ

っと中身を申し上げます。

まず、国へ要望する場合、市長会として要望する場合には、佐賀県の市長会に諮ります。

それから、この中から抽出をして九州市長会に諮ります。そこで合意を見たものについて、

その中でまた限定をして、国に全国市長会の要望として言うと、こういう手順になっている

わけですね。

それで、私が申し上げておりましたように、まず佐賀県内の市長会にこのことを持ち出し

まして、ここでは一応可決を見たわけです。そのときに、このことについて県は確認してい

るかという質問もありましたので、あるいはまた県の立場というものを確認する意味で、佐

賀県市長会の会長の横尾市長と私と２人で古川知事に会いに行きました。それで、知事は、

いや、私も中・長期開門調査すべしと言っていますから、それはもう九州市長会に出されて

結構ですよと、まずそのことがございました。

で、こちらから、ところで、九州知事会には、じゃ古川知事さんは、この中・長期開門調

査についての要望はなされておりますかと言ったら、それはしていないと。それはなぜです

かと言ったら、通常やっぱり知事会、市長会も一緒ですが、全体の、反対するところがあっ

たり、賛成するところがあったりということは、その場に持ち出すということはなじまない

というふうに思っているからと。これはこれで理解ができたわけです。こういうことをまず

佐賀県内でやりました。
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先ほど申し上げましたように、一応は佐賀県内の市長会では合意を見ましたが、そのうち

に先ほどちょっと課長が触れましたが、長崎県の筋から反対が出ていますという情報が佐

賀県市長会の事務局に入ってまいりまして、そして、横尾佐賀県市長会の会長を交えて協

議をいたしました。いや、絶対おれは引き下がらんと、なおさらこれはやらにゃいかんとい

うことで粘ってやっていたわけですが、どうも情報を、例えば福岡県、熊本県の市長会の情

報もとってくれと。ただ、福岡県は当時は 今はちょっと私もわかりませんけど、当時は

まだ福岡県の知事さんが中・長期開門調査について賛成とも反対とも言っておられないと。

その段階で市長会が独自で中・長期開門調査に賛成するわけにはいかないと。どうもそうい

うふうに意見がまとまっているらしいという情報が入りました。熊本県はどうかと。熊本県

もちょっと賛否ははっきりしないと。それ以外は余りこの問題については直接関係者じゃな

いですから。通常、九州市長会でいろんな要望、提案があった場合に、全体合意をという形

で全部採択するんですね。これを横尾会長といろいろ話をしておったら、どうも異論がかな

り出るだろうと。その場合に、まず多数決をとるということがないんです、多数決で決める

ということにはなりません。全体が大まか合意ができたら、それを採択するというあれだか

ら。

これが、結果的にこういう状況を判断して、佐賀県から私が提案をするという形で出して

も、これがそのまま通るということは非常に難しい状況だという判断をいたしました。中・

長期開門調査を提案したものが採択されないとなると、これはマスコミ報道等で「採択され

なかった」ということが報道されると、かえって逆効果だと。中・長期開門調査をすべしと

いう側から言えば逆効果じゃないかという、そういう判断をしまして、実は取り下げたと、

こういう経緯がございます。

しかし、私は現在でも中・長期開門調査はすべしだというふうにこの場でも申し上げます

し、そう思っておりますし、また県の古川知事もそういう強固な意思を持っておられますの

で、県と連携をとりながら、このことについては今からも推進をしていきたいと、こういう

ことであります。

○議長（小池幸照君）

16番谷口良隆君。

○16番（谷口良隆君）

ただいまそれぞれ御答弁をいただきましたが、順を追って、私なりに答弁に対する感想を

踏まえて２回目の質問をいたしたいと思いますが、合併についての民意の関係ですけど、執

行部としては微動だにされないようでございますので、この上この場で議論をしてみてもと

いうような気がします。要するに民意の基礎調査はやったという認識に立っておって、 終

的な民意の参酌というのは各議員、あるいは議会がそれを代弁する立場にあるということで、

来るべき議会提案で民意を反映する決着を議会に付託をするということに尽きそうな答弁で
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あったと思っております。

そういった点で、議会としても大変、当然のことではございますが、民意の参酌というの

は組織的にはまだやっていないわけで、できれば執行部と一緒に民意の合致を見たいという

ふうに考えておりましたが、課題を議会に託されたということでございますので、この場で

はそれを受けとめておきたいというふうに思っております。

執行部としては日程的にも物理的にも無理だということであれば、私もこの場で取り上げ

る必要はなかったと思うんですが、猶予もあるわけであって、市長は行政の手法として、市

民総参加というのを都度都度言われますですね。その市民総参加の手続を求めているわけで

すけども、そういうふうなことでございますので、言っていることと実際のこととは違うん

じゃないかという実感も残りますが、課題を残したまま、この点については終わりたいと思

います。

次に、二つ目の並行在来線の件でございますが、説明では、先日までのお二方の説明に新

たな県議会の動き等々も今加えて説明をされておりましたので、大体新聞報道等を含めて承

知をいたしておるわけでございますが、問題というのはやはり知事が 終判断をされるとい

う段階では、地元沿線自治体に意向を聞かれるということでございますけど、ここにぐらつ

きがあったのではやっぱり結果として大変厳しい結果が想定をされるという点ですので、私

がこの際指摘を申し上げて、要望を申し上げておきたいのは、先ほども申し上げますように、

平成12年までに沿線自治体でつくられたその期成会の勢いというものがどこまで確保できる

のか。そうした背景をつくらないことには、各個攻撃もやられていくという可能性も十分残

るわけであります。

それから、ちょっと気になったのは、ただいまの市長の答弁の中に、本市としても県民の

一員でもあるというのも、その判断の一つに 今初めて言われましたけど、それが何を意

味しておるのかちょっと私も理解できなかったわけですが、その点もう一つお尋ねを申し上

げておきたいというふうに思っております。

それから、減反の関係でございますけど、市農政の主たる仕事というのを今基盤整備であ

るというふうに申されました。基盤整備はもう桑原市政になる以前の馬場市政で、ほぼ

まだ一部には整備を続けられているところもございますけど、ほぼ99.5％は完了をいたして

おったわけで、よく言われるように、ハード事業、ハードからソフトへの時代と時期的にも

一致を、全体的な政策とも一致をいたしますが、ソフト面での本市の営農方針というのはど

こにあるのかということを私は尋ねているわけですね。

そういった点では、やっぱり今の市農政には不十分さが、ただいまの答弁を聞いておって

も穴があいている。これはもう現在だけじゃないんです。従来からソフト面での農業政策に

頭が置かれていない、そのことを反映する答弁ではなかったかというふうにとらえておるわ

けでございまして、具体的に幾らか方針が出されたというのは、直売所等の充実などにも若
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干努力をしたいというようなことを申しておられますけど、私が問うておるのは、頭の発想

がまた違うわけですので、ずれがあるわけでございましょうけど、低迷久しいこの農業環境

の中で、農林業以外に何もないと言われた、何もなかったと言われた、その過疎地に拍車の

かかるようなまち、若者が定着をしない、Ｕターンもしてくれない、そういうところこそ頑

張っておるんですね。例えば、熊本県の小国町とか宮崎県の綾町などはよく例に挙げられま

すけど、その町の農政というのが、ハード事業、いわゆる基盤整備をしたからそういうふう

になったかといえば、そうじゃないんですね。やっぱりそういうソフト面での町の生き残り

を本当に町を挙げて方針を確立して、町民、差し当たり農林業者とか団体とか、そういうと

ころと十分連携をとって、民間と行政が一体となってソフト事業を取り組んだ結果が、そう

いうすばらしい事例を発生しているんだというところに私は学んでいただきたいと、学ぶべ

きではないかと、そういう時代に入っておるということを繰り返し申し上げておるんですが、

感覚をまず変えていただかねばならないというふうに思うんです。いわば地の利を生かした

成功例ですね、そういうのがある。

だから、鹿島は鹿島の地の利があるんですね。そこに気づいてほしいと思うんです。例

えば、これはまだ、それは執行部は夢の話というふうに思われるかもわかりません。鹿島市

の場合の事例を言いますと、鹿島は米をつくる造り酒屋、この間の「おーい、ニッポン 私

の・好きな・佐賀県」やったですかね、ＢＳで丸一日かけて報道があっておりましたが、そ

こにも出ました鹿島の酒どころですね、そういう地の利があるんですね。ここでつくられて

いる酒というのは、やっぱり今日は全国の酒に比べて品質の差別化を図ったり、あるいは焼

酎ブームなどのあおりから、どうしてもやっぱり今日売れる酒をつくるためには、本醸造と

か吟醸酒など高品質化をしております。地元の酒もそういうところが成功事例を出されてお

ります。

ある造り酒屋さんに聞いてみますと、地元に酒米が欲しいという声は少なくありません。

そことの連携の可能性というのは、私はあると思うんですね。そういった点からいくならば、

酒米として適していると言われます山田錦とか、あるいはさがの華、西海 134号など、高品

質酒をつくるための製造に適した米を減反される水田に奨励したらどうかというスポットが

当たってくると思うんです。それも個々の農家ではやはり農業用水の確保という観点からは

集団でなければできないという無理がございますので、なかなかそれが需要に対して供給体

制ができないというところにひっかかっておるんですね。そこが行政の働きかけとして出番

になるんではないかというところがあります。

現在、酒米として生産されている水田については、耕作田としてカウントをされているよ

うでありますので、政府とか県の農業部局などと話をつける役割を演じることもまた出てく

ると思います。制度や運用を変える仕事は、従来の発想では行政にとっては壁なのかもわか

りませんが、当たって砕けて、先ほど事例を言うような町が先例地としてあるんです。
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大きくは秋田県の大潟村などについては、昭和40年代から始まったこの減反政策を是とせ

ず、かつては全国の非難農家、非難をされる自治体であったという記憶がございますが、現

在はすぐれて評価をされる水田農業地帯としての地位を築かれております。そうした姿勢に

学ぶ必要も片方ではあろうかと思うんです。そうした問題が解決をすれば、鹿島市は酒米の

全国への輸出自治体にもなり得るわけですね。地産地消という言葉が農政を語る際の一つの

常識言葉に今日なってきておりますけど、そうした政策を実現させ得るとするならば、世の

中の一つの話題にも当然なりますし、今日政府が進めている特区問題ですね、先日も特区の

問題が質問で出ておりましたけど、酒米生産特区としての地位を確保する可能性だって出て

こようかと思います。

百姓というのは、先ほども言いましたように「百の姓（かばね）」で成り立っているのが

農業です。一つ一つのそうしたところに行政として目を向ける、そういった点がやっぱりま

だ弱いような実感を持ちます。

そういった点で、発想の転換をこの際、農業都市というその標榜を変えれば別ですけど、

農業都市という以上は農業都市にふさわしい農政を生み出すという観点から発想の転換をこ

の際求めておきたいというふうに考えております。

この議論は１回では終わらないと思いますが、一つの問題提起としてお受けとめいただき

たいというふうに思っております。

後の中・長期開門調査の件でございますが、努力をしていただいていることについては

繰り返し私も評価をいたしております。九州市長会の経過も聞きましたけど、そこは事情は

よくわかります。１県でも反対があるところに、全会一致というのが原則でしょうから、そ

の事情はよくわかりますけど、やっぱり賛意を示す県、あるいは市町村、そういったところ

との連携を探るという意味では、まだやっぱり息をついている部分もあろうかと思いますし、

先ほどの担当課長の答弁の中で、確かに農水省は、開門をすれば、それにかかわって被害も

片方で発生するんだと。それから、開門調査をする費用が数百億円と、これは確かな数値か

どうかわかりませんが、そういうことを農水省が言ってちゅうちょをしておるというのは私

も存じておりますが、そういうことであるから、その費用分を有明海再生に回したらと農水

省が言っておると、それを是認するような答弁のようにも聞こえましたけど。

では、市長が、あるいは県知事が開門調査を求めているということに対する行政の現場の

事務部局としての発想と、私はずれを感じるんですね。市長は、中・長期開門調査に向けた

市の姿勢、それに向けた市としての動きをしなきゃならんと考えておる。現場では農水省が

そういうふうに言っておるからと、やっぱりつながってないと思うんです。議会で言ってい

ることともまたずれがあると思うんですね、やっぱり温度差があると思います。そういった

点、少し庁内内部でもそういった点での交通整理をされて、やはり中・長期開門調査に向け

た運動的関知で担当部局はどういう動きをすべきなのか、可能性を探ると。そして、具体的
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な手を講じていくと、そうした市政を求めてやまないわけでございます。

以上、感想を踏まえて２回目の質問を申し上げますので、必要な御答弁をいただければと

思います。

○議長（小池幸照君）

中橋農林水産課長。

○農林水産課長（中橋孝司郎君）

谷口議員の２回目の質問にお答えをしたいと思います。先ほどの減反の問題で、鹿島市と

してのハードからソフトへということでございます。

担当課といたしましては、圃場整備に限らず、今、施設園芸等を含めて、機械の購入等に

ついて県の助成あたりを入れながら整備をしております。

それで、具体的に、じゃ、今からどういうふうにということでございますので、先日、議

員の方から委員会の中でもちょっと御提案をいただきました、その酒米の問題ですけれども、

早速生産者に尋ねて事情を今お話を聞きました。そしたら、当時10名程度で始められたんで

すけれども、なかなかこの酒米、山田錦をつくるのは非常に困難ということで、 終的に今

３人になっているというふうなことです。現在鹿島でできているのは、 32.19トンがつくら

れております。

それで、これをつくるに当たっては、先ほど議員申されますように、非常に水管理が大変

で、背丈が高いもんで水をやらない、肥料をなるだけ控えるとか、そういうふうな管理の段

階で大変ですので、これは今ブロックローテーションで鹿島は減反をやっていますが、それ

に非常に似合わないところが、非常に困難というのがあるようです。だから、この辺も含め

て、これは今から本格的に打ち合わせをして進めていきたいと思います。

ちなみに、塩田では642.18トンという数字でできています。これは何かというて聞きまし

たら、ある酒造会社が直接金を出してつくっていただいているというふうなことで数字的に

上がっているようでございます。

それから、諫早湾の中・長期の開門調査について、担当課では何か是認したようだという

言い方ですが、決してそうではなくて、農政局の方で報告にわざわざ来られて、その中での

話がそういう状況で進めていきたいということでしたので、こちらとしては実際その開門の

部分で市長も認めておりますので、そういう方向で進めていきたいと思いますが、何せ担当

側としては同じ部署にあります、向こうの農政局の担当部署がほかの事業と同じ部署にあり

まして、そういうことでなかなか話も先にいかない面もあるようでございます。

以上でございます。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）
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並行在来線問題で、ちょっと気になることがあると。県民の一員であると私申しましたが、

それはどういう意味を含んでいるのかということでありますが、今までは、私はできるだけ

公式の場では並行在来線側からの発言に限定をしながら発言をしてきました。しかし、皆さ

ん御存じのように、この問題は全部今議会から、そういう限定した言い方ではなくて、地元

負担の問題、あるいは投資対効果と並行在来線、これはお互いにリンクしているんだという

言い方をしました。つまり、我々は並行在来線問題だけではなくて、県民の一員ですから、

これは地元負担というのは県費負担ですから、この問題もやっぱり我々は視野に入れて判断

をしますよと。あるいは投資対効果、並行在来線を削ってまでもやる価値があるのか、ある

いはこれだけの経費をかけてまで長崎ルートの価値があるのか、こういうものも含めて私は

判断をしますよと、こういう意味であります。

それから、期成会の結束を図ってやらなければいけないと。もちろんそうです。これはで

きるというふうに思っております。

実は、きのう、土井県議の後に本山県会議員さん、この方は杵島郡からの出身であります

が、御存じのように元県会議長、あるいは 長老でもありますし、実力者でもありますが、

この方が新幹線問題に言及をされまして、そして、この新幹線には疑問があり ちょっと

今要点だけ筆記しております、疑問ありと。負担が大き過ぎる。県全体としてこの問題は考

えるべきだと。財政難の折だから、この負担金というのは大きい。時間的に、あるいは費用

対効果があるのかと、こういういわば我々にとっては同一機軸上の疑問を呈しておられま

す。

したがいまして、この期成会、杵島郡の皆さんも一緒の気持ちだろうというふうに思いま

すし、結束を図る。それからまた何といいましても、こういう中でも鹿島がやっぱり特急列

車もとまることでもありますし、また期成会の会長は私ですので、やはり何といっても先頭

に立って、この問題に対しては対応していくと、こういう決意でおります。

○議長（小池幸照君）

以上で16番議員の質問を終わります。

次に、４番水頭喜弘君。

○４番（水頭喜弘君）

４番水頭でございます。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

まず 初に、３点だけ、大きい項目で三つにわたって質問をしていきたいと思います。

まず 初に、宝の海有明海再生。その一つとして、環境浄化槽の推進をということで取り

上げています。大きい２番目が、ＣＡＰプログラム導入について。３番目が、新年度予算と

今後の見通しについてということですけれども、まず 初に宝の海の再生、環境浄化槽の推

進をということです。

地球上で生活する人のうち、５人に１人は安全な水が確保できない環境に置かれています。
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約11億人の人が飲料水で苦しんでいることになります。1994年の世界保健機構（ＷＨＯ）の

報告ですから、人口が爆発的にふえている現状ではもっと悪化しているかもしれません。

地球上に存在する水の量は、およそ14億立方キロメートルと言われ、そのうち97.5％は海

水で、淡水は 2.5％にすぎません。さらに、淡水の大部分は南極や北極の氷として存在して

いるので、地下水を含め、河川や湖沼の水として存在する淡水は地球上の水の約 0.8％で

す。ここで終わりではありません。 0.8％の水は、ほとんどが地下水として存在しているた

めに、簡単に利用できる水は0.01％、ほんのわずかです。しかし、この水は持続的に循環す

る資源であるために、何とか人間や生き物はこれを利用して生きています。この循環がとま

ると大変なことになります。環境浄化槽は水の循環をスムーズに回転させるものとして、こ

の社会に存在しなければなりません。そういうことを踏まえながら質問をしていきたいと思

います。

水の汚れぐあいをあらわす物差しの一つとして、ＢＯＤが用いられています。この数字が

大きくなると、それだけ水が腐りやすい、いわゆるどぶ川になりやすいことをあらわしてい

ます。汚れた水をきれいにする主役は、川底の石などについている、ぬるぬるした膜です。

この膜を顕微鏡でのぞくと、細菌やカビ、ツリガネムシやゾウリムシなどの小さな微生物た

ちがたくさん観察できます。この微生物たちが汚れを食べてくれるので、水はきれいになる

のです。そのときに微生物たちが使う酸素の量がＢＯＤです。なお、魚が安心してすめる川

のＢＯＤは、５ミリグラム／リットル以下と言われています。

家庭排水は、トイレの汚水と台所や洗濯、ふろの雑排水の二つに分かれます。私たちは家

庭排水の中では、トイレのし尿が も汚れているように考えがちですが、実は台所などから

発生する雑排水の方がむしろ処理が難しく、河川を初めとする環境を汚染します。汚染をあ

らわす指標であるＢＯＤで比べると、米のとぎ汁の汚れは同じ量の水洗トイレからの汚水の

約20倍、天ぷら油は同じ量の水洗トイレからの汚水の 1,250倍という試算があるほどです。

わかりやすく言いますと、コップ１杯の牛乳を流すと、魚がすめる水に戻すためには、浴

槽１杯 300リットルと見た場合、浴槽９杯分もの水で薄めなければなりません。さらに、使

い終えた天ぷら油 200ミリリットルを流した場合を考えると、何と浴槽 200杯の水が必要に

なります。

さて、広域公共下水道の整備には、毎年度、国の予算で約１兆円、地方自治体の負担分を

合わせると、合計約３兆円もの巨額な予算が投入されています。また公共下水道は、処理施

設の維持管理に必要な費用の大部分を各自治体が負担しており、それが自治体の財政を圧迫

する要因になっているところも少なくありません。

２月６日付の佐賀新聞にこういうものが書かれていました。「下水道を供用している県内

12市町の使用料収入が、運営事業費の３割に満たないことが、県環境整備事業協同組合の調

査で分かった。自治体によっては接続１件あたり30万円を超える不足が生じている例もあ
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る。不足分は一般財源から補てんしており、下水道事業が自治体財政を圧迫している状況が

うかがえる。調査は、2001年度までに下水道の使用を始めた12市町の維持管理費や借金返済

（起債償還）額などを分析した。同年度の下水道管理費の12市町の支出合計は 109億円。内

訳は下水道事業の起債償還が８割近い85億５千万円で、維持管理費は23億５千万円だった。

一方、収入合計は 114億６千万円で、うち使用料は29％の33億３千万円。残りは一般財源か

らの繰り出しなどで補っている。市町別では、接続１件当たりの不足費用も算出。2002年度

の 高は30万 2,480円で、９市町が10万円を超えている。 も低い佐賀市でも３万 8,360円。

平均は７万 4,900円だった。不足総額の 高は佐賀市の13億 4,900万円となっている。普及

率が高いほど効率がよくなることなどから不足額は単純比較できないが、同協組の立野理事

長は「住宅密集度が高く効率がいい佐賀市でも、使用料金だけでの下水道運営は無理。将来

的にも一般財源を圧迫し続ける」と指摘する。」というような記事が載っておりましたが、

当市ではどのようになっているのか、お尋ねいたします。

大きい２番目のＣＡＰプログラムについて、初めて聞かれる方もおられると思いますけど、

ＣＡＰというのは、ＣＡＰの「Ｃ」はチャイルドです。「Ａ」がアソルト、それから「Ｐ」

がプリベンションですけど、アソルトは攻撃ですね、暴行。それから、プリベンションが防

止、予防とか、こういうふうに辞書には載っています。

近年、いじめや虐待、誘拐など、子供が被害者となる深刻な事件が目立っています。今の

子供たちは、さまざまな暴力に遭う危険にさらされ、暴力によって深く傷つく子供も少なく

ありません。傷ついた子供たちへの対応も大切ですが、まずは暴力に遭わないための防止教

育が必要と、ＣＡＰ、要するに子供への暴力防止プログラムの活動が各地で広がっています。

近では、学校の授業にも取り入れられています。いじめや虐待、痴漢、誘拐、性暴力と

いったさまざまな暴力を受けそうになったとき、子供が自分で自分を守れるように、持って

いる力を引き出すことの大切さを教えています。

ＣＡＰとは、1978年に米オハイオ州コロンバスのレイプ救援センターで初めて開発、実施

されました。以来、全米 200以上の都市で幼稚園から高校まで授業に取り入れられ、 100万

人以上の子供たちが学校のＣＡＰプログラムに参加したと推定されます。1986年にはヨーロ

ッパに伝わり、1988年には中南米でも活動が始まりました。現在では、日本を初め、世界16

カ国に広がっています。子供が暴力から自分の身を守るためのプログラムです。

1985年に、米国のＣＡＰトレーナーである森田ゆりさんによって、日本にＣＡＰプログラ

ムが紹介されました。

1995年の秋、東京、大阪、広島、熊本などでＣＡＰを実践する専門家、ＣＡＰスペシャリ

ストを養成する講座が相次ぎ開催されました。その後、養成講座は全国各地で開催され、こ

れまでに北海道から沖縄まで、ＣＡＰスペシャリストたちのグループの数が 130以上にふえ、

大人や子供たちはＣＡＰプログラムを身近で受けることができるようになりました。
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1998年には、各グループのネットワークセンターとしてＣＡＰジャパンが設立され、2002

年には特定非営利活動法人、ＮＰＯ法人となりました。

ＣＡＰスペシャリストは、子供たち自身が人権意識をしっかり持ち、暴力から自分を守る

ための知識や技能を持つことを願って、ＣＡＰの普及活動を各地で展開しています。活動は

マスコミにも紹介され、社会の信頼を得ながら着実に広がっていきました。

その中で、行政からの支援を受けて、学校の授業の中でＣＡＰプログラムを取り入れてい

るところもあります。内容といたしまして、暴力には性暴力やいじめ、虐待、誘拐などさま

ざまあります。今までの暴力防止策は、「知らない人についていってはいけない」など、

「何々してはいけない」という禁止式でした。しかし、それでは被害に遭った場合、被害者

に落ち度があったからと責められがちです。しかも、性暴力は加害者の60から80％、これは

アメリカの調査ですけど が知っている人であり、「知らない人についていってはいけな

い」では防げません。それよりも、危険な目に遭ったときに何ができるかをきちんと教える

方が意味があるのではないかということで、エンパワメント、内なる力を引き出すというこ

とを理念として、ＣＡＰはつくられました。

ＣＡＰでは、どんな暴力も人の大切な権利を取り上げる人権侵害であるととらえています。

暴力によって自分の内なる力を信じられなくなっている子供たちに、自分が大切なかけがえ

のない存在であることを教え、一人一人が大切な権利を持っているという意識を持たせて、

あなたには力があるんだよと力を引き出してあげる、それが大切だと考えています。

そこで大切な権利とは、安心、自信、自由の三つです。生まれてから死ぬまで、だれも持

っている人権です。子供たちにとって暴力とは、殴ったり、けったりのイメージしかないの

ですが、性暴力などはそうではない状況で起きることがあります。

暴力とは何か。大切な三つの権利を人から取り上げる行為であることをわかりやすく教え

ます。私たちは暴力に遭うと、次のような三つの心理になります。恐怖、無力感、そして、

行動の選択肢が何もなくなったと思い込む。これは、それぞれ安心、自信、自由の権利が奪

われているなどと説明します。そして、もし自分の大切な三つの権利がとられたり、とられ

そうになったらＳＯＳを出そうねと教えるのです。具体的にＳＯＳとは、「ＮＯ」嫌、「Ｇ

Ｏ」その場から逃げる、「ＴＥＬＬ」だれかに相談するの三つです。

小学生向けの子供ワークショップでは、三つの権利を教えた後、いじめ、誘拐、知ってい

る大人からの性暴力の三つのロールプレイ、これは役割劇と言いますけど を行い、そう

したときに自分の身を守るために何ができるのかを一緒に考えながら、「ＮＯ」「ＧＯ」

「ＴＥＬＬ」の練習をします。中には、自分も暴力を受けたんだと思い出す子もいて、終了

後に個人的に話しに来る子もいます。そうした子は、今まで自分が悪いと思っていて、だれ

にも言えなかったんですね。でも、寸劇を見て、権利を奪われた怒りを言葉に出せるように

なったんです。話を聞いてあげ、次に同じような目に遭ったら何ができるかなと話してあげ
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ます。身近な大人たちにできることはありますか、子供たちの力になってほしいと思います

と。

大人たちのワークショップでは、子供たちがどんな被害に遭っているのか、暴力に関する

誤った社会通念、明るい道でも犯罪は起こるのに、暗い道が危ないとか、男の子でも性被害

を受けることがあるのに、性暴力は女の子だけに起こるといった決めつけなどを正しく知っ

てもらうと。そうして、子供の話を共感して聞くことが大切であることを伝えます。

子供たちは暴力や差別などによって混乱し、内なる力を出せなくなっています。子供たち

の気持ちを聞き、自分で問題を解決する力を引き出してあげてほしいのです。それで生きて

いく力につながります。何でも教え込むばかりでは、自分で生きていく力が弱まりますと、

ＣＡＰセンタージャパン事務局長の桝井さんは言われています。

近、学校の授業で行うところがふえています。ワークショップの実施回数は年々ふえて

いて、例えば、大阪府では97年度から青少年社会環境整備事業の中で、ＣＡＰの講習会事業

を行う市町村に対して補助金、費用の半額を出しており、補助金を活用した市町村の学校や

幼稚園でＣＡＰプログラムを提供しています。

交通事故に遭わないように教える安全教育と同じように、暴力に遭わないために防止教育

をするということが大切だと思います。暴力に遭った子の心の傷は深く、治療が大変です。

まずは被害者にさせないよう、暴力防止教育を社会全体で取り組むべきだと思います。

なお、子供のワークショップの前に、必ず大人の講習を行うと。親や教職員や地域の子供

を支える立場にある人が子供の暴力についてきちんとした知識を持つことは大切であります。

そのためＣＡＰでは、親のプログラムと教職員プログラムを実施していきます。

大人ワークショップでは、社会に広まっている誤った暴力の認識について学びます。これ

まで誤った社会通念のもとで、暴力に対してお互いに話し合えない、話しても信じてもらえ

ない、そして、お互いに助け合うという関係がなかなか生まれませんでした。その中で子供

たちは孤立させられ、暴力に遭いやすいままにさせられていました。子供が孤立する状況を

減らすために子供同士が助け合う、あるいは大人が子供を援助するようなコミュニティーを

つくるように、大人たちに働きかけます。

さらに、子供が暴力について言葉にして話すことができるためには、大人が子供の話を共

感しながらきちんと聞くことが大切だと。そのために具体的な方法を示すようにとなってお

りますが、何か所見があったらお聞かせください。

３点目の新年度予算と今後の見通しについてですけど、平成16年度の財政運営及び今後の

対策といいますか、平成16年度の地方交付税と臨時財政対策債を合わせた自主的な地方交付

税額が対前年比12％減となる極めて厳しいものとなっていますが、今後の見通しについてお

伺いした後、質問をしていきたいと思います。

これで１回目の質問を終わります。
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○議長（小池幸照君）

藤家環境下水道課長。

○環境下水道課長（藤家敏昭君）

それでは、水頭議員の質問にお答えします。

質問の前に、まず当市の公共下水道の今の状況について御説明をいたします。

今の進捗状況でございますけれども、下水道事業は公共用水域の水質保全、それから生活

環境の改善等、防ぐことを目的に進めておりますけれども、14年度末の進捗といたしまして

は、事業認可面積 256ヘクタールのうち 190.5ヘクタール、面的な整備率といたしましては

74.4％でございます。その中での普及人口 7,202人を掲げておりますが、そのうちで、実際

に水洗化をしていただいております人たちが 4,446人、水洗化率にいたしまして61.7％とい

う数字でございます。

今年度、15年度見込みといたしましては、面的な整備が約 7.4ヘクタールほど完了いたし

まして、 198ヘクタールになります。整備率に直しますと、77％という整備率でございます。

これが今の状況でございます。

御質問の、４点ほどあったかと思いますけれども、その中で、まず１点目の起債償還額は

幾らかということですけど、これは14年度で申します。起債償還額につきましては、汚水の

分でございますけれども 157,249千円、それから維持管理費につきましては 132,223千円、

それから使用料の収入でございますが、72,066千円、それから一般会計繰入金といたしまし

ては 583,208千円、これが14年度でございます。

○議長（小池幸照君）

北村教育次長。

○教育次長（北村和博君）

水頭議員の御質問にお答えいたします。

ＣＡＰプログラムの導入についてという御質問でございます。

ＣＡＰプログラムの目標は、いじめ、虐待、誘拐、性暴力を減らす方法を子供、あるいは

地域に教えることでありまして、そのためには自分を主張する、仲間同士で助け合う、信頼

できる大人に話すことができるようになることであります。そのためには、早い時期に予防

法を子供たちに教えることによりまして、弱さを減らすことになり、結果として虐待等から

身を守ることになりまして、小学校での活用が多いのは、早期に人権意識を育てようという

あらわれと考えております。

鹿島市におきましては、ＣＡＰプログラムの提供を受けた学校、平成14年度に鹿島小学校

と浜小学校、平成15年度におきましては古枝小学校と七浦小学校が独自に受けております。

対象者は学校によって違いますが、３年生から６年生まで、また５年生から６年生の２学年

とか、保護者、地域住民 地域住民と申しますのは、民生児童委員さん等の参加をお願い
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したということになっておりまして、成果といたしましては、具体的な対応の仕方が学べた、

安心・自信・自由の権利などについて、人権について考えるよい機会であった、親の心構え

について考えるよい機会であった、虐待等についての認識が深まったなどが成果として挙げ

られております。

現在の鹿島市におきます人権問題教育に係る取り組みでございますけど、各学校とも同和

人権教育の指導計画に沿った体験活動の実施や福祉教育の実施等によりまして、人権意識の

高揚を図っております。また、教職員の指導力、資質の向上を図っておるところでございま

す。そのほかに、スクールアドバイザー、スクールカウンセラー、心の教室相談員を配置い

たしておりまして、教育相談事業も実施しており、当面は現在の事業の充実によりまして人

権教育の向上を目指したいと思っておるところでございます。

佐賀市が平成16年度に試験的に５小学校で、このＣＡＰプログラムを導入するということ

でありまして、このことを今後の参考にしていきたいと考えているところでございます。

○議長（小池幸照君）

藤田財政課長。

○財政課長（藤田洋一郎君）

水頭議員の大きな３点目の質問の中で、今後、財政がどうなっていくのかと、大きなくく

りでの御質問でございましたですけれども、一応、月曜日の中村議員の御質問の中で、合併

協議におけるシミュレーションとか、そのあたりはお話はしておるわけでございますけれど

も、当面16年度につきましては、中村議員の御質問の中でお答えいたしましたように、現段

階で全体的に財政調整基金、減債基金を含めたところで、約１億円程度の削減でとどまるだ

ろうと見込んでおると申し上げたところでございます。

ただ、じゃ、17年度はどうなっていくのかということだと思います。そういうことで、中

期財政計画、これは15年の10月に策定をいたしております、中期財政計画におきましては交

付税をある程度減額と見込んでおったわけでございます。約 3.7％から３％程度減少してい

くものと見込んでおったところでございます。それが16年度では12％の減となっておりま

す。

じゃ、17年度以降どうなるのかということでございますけれども、これはやっぱりどうし

ても国の三位一体改革の動きの中では、交付税は減少していくものと想定せざるを得ないと

思っておるところでございます。じゃ、どのくらいなのかというのがなかなか難しいところ

でありますけども、12％ほどにはならないとしても、ある程度の削減は続いていくものと考

えておるところでございます。そういったことでございますと、やっぱり交付税の一般財源

に占める割合が５割程度ありますので、鹿島市の財政としては相当厳しい状況に追い込まれ

ていくと考えております。

そういう中で、今後、例えば、国が言われておりますけれども、課税自主権を発揮して自
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主財源を求めてくださいとか、そういった言い方で地方財政計画なんかに載っておりますけ

れども、課税自主権を発揮して市独自の税源を求めるということにつきましても、大体が今、

市内、個人、企業、総じて所得が落ち込んでおりまして、不景気にあえいでいる状況では、

なかなかそれは難しいという状況だと考えております。

そのようなことから、中村議員のときにも申しましたですけれども、はっきり言いまして、

今までのサービス水準が受益と負担の観点から果たして妥当なものであったのかどうか、ど

こまで行政がやるべきことなのか、市民にはどこまで自助努力をお願いするべきなのか、十

分な議論を行いながら、もちろん行政体自体のスリム化を図りながら、そういう議論を行い

ながら事務事業の見直しを行っていかなければならないと、そのように考えているところで

ございます。

○議長（小池幸照君）

午前中はこれにて休憩します。

午前11時48分 休憩

午後１時 再開

○議長（小池幸照君）

午前中に引き続き一般質問を続けます。

４番水頭喜弘君。

○４番（水頭喜弘君）

２回目の質問をしていきたいと思います。

初に、宝の海の件ですけれども、先ほど課長の方からいろいろ進捗状況はお聞きいたし

ました。今からお聞きしていきたいのは、一応この後の方で維持管理の面も聞いていきたい

と思いますけれども、まず、今回要望というですか、今回このようにしたらどうかというこ

とで取り組みですね、このことで国の方もいろいろ浄化槽に関しては省庁がずっと別々、三

つですかね、三つか四つの省庁にまたがっていますので、環境省がどのように言われている

のか、この点からちょっと入っていきたいと思います。

今回申し上げるのは、合併浄化槽の中でも市町村設置型の浄化槽推進事業ですか、の取り

組みについて話を進めていきたいと思います。

以前は特定地域生活排水処理事業と言われていましたが、平成14年度の名称からこのよう

に変更されています。公共事業の効率的な執行、自治体財政の建て直しが求められている中

で、費用が安く、設置工事も簡単で、しかも浄化能力においても公共下水道に劣らない合併

処理浄化槽が見直されています。

浄化槽には大きく分けて、し尿のみを処理する単純処理浄化槽と、し尿を含め家庭からの

排水すべてを浄化する合併浄化槽の２種類があります。両者の排水の汚染度を示す汚濁物質

ＢＯＤの処理能力には大きな違いがあるようです。単純処理浄化槽はし尿しか行わないため、
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分解されるＢＯＤ量は家庭排水全体の約20％でしかありません。このため、平成13年４月か

ら単純処理浄化槽の新たな設置は禁止されました。

一方、合併処理浄化槽は家庭排水の約90％以上のＢＯＤが浄化されます。この処理能力は

公共下水道の高度処理である２次処理に匹敵します。人口密度の低い地域では、公共下水道

整備と比較すると合併処理浄化槽には大きく上げて二つの利点があります。一つは費用の面

です。公共下水道を戸数の少ない集落などに敷設しようとすると、長距離の排水管の設置が

必要になるなど建設費が高くつき、大きな財政負担となります。その点、合併処理浄化槽は

費用が比較的安く、しかも設置に関しては国や都道府県、市町村が助成する制度をつくって

います。

現状の補助の割合は、個人で設置する場合は浄化槽価格の４割補助ですが、市町村が設置

主体となる場合は９割までが補助の対象になります。一般的なタイプである５人家庭用の合

併処理浄化槽は１基約 900千円、補助制度を活用すれば個人で設置するケースの負担は 540

千円ですが、市町村が設置主体になると自己負担は90千円程度で済みます。

市町村設置型ですが、平成14年度まではさっきも言ったとおり特定地域生活排水処理事業

という名称で呼ばれておりましたが、対象地域の拡充に伴い、浄化槽市町村整備推進事業へ

と改称されたわけです。旧制度が対象にしていた地域は、水源地域を初め、過疎地域、生活

排水対策が必要な湖沼の流域、山村振興地域、農業振興地域など特定の地域に限定され、汚

水衛生処理率の限度範囲が設定されるなど、文字どおりの特定地域となっていました。

今回の新しい制度による拡充では、対象地域として浄化槽による汚水処理が経済的、効率

的な地域として環境大臣が認める地域という項目が新たに設定され、これによって経済的、

効率的であれば、実質的にはどのような市町村でもこの浄化槽整備推進事業の対象地域にな

ることができます。したがって、特定地域という名称は外されたわけです。

また、この制度における財政措置、いわゆる補助金の割合は従来と全く同じです。すなわ

ち、さきに述べたとおり、５人槽１基当たりの設置費の場合では、個人設置型における個人

負担が６割であるのに対し、市町村設置型では個人負担は１割まで軽減されることになりま

す。

二つ目の大きな利点は、設置工期が約１週間程度という短い点です。整備に長時間かかる

下水道の完成を待つ間、家庭排水が垂れ流され続けるのに対し、合併処理で十分処理された

排水は環境保護になることに加え、河川の流量を確保し、河川浄化や健全な水循環にも寄与

します。浄化槽できれいになった水をそのまま排水溝に流すのではなく、できるだけリサイ

クルして中水として使ってから、 終的に自然に返す、このような使用後の水なら河川や海

洋の生態系に害を及ぼすことがなく、河川の流域の渇水を防ぐこともできます。これからは

水を有効に使い回して自然に返す循環の思想が強調されるべきではないかと思います。

近年、浄化槽整備事業には、例えば2003年度には約 211億円、2004年度には予算で約 256
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億円と公共事業が抑えられる中、大幅にアップいたしました。佐賀市での講演の中で、下水

道、農業集落排水事業、合併浄化槽のすみ分けを図り、生活排水対策として総合的に見直す

ときだという話がありましたが、今回このようなことで市町村設置型ということで、この質

問をさせていただくんですけれども、僕が思いますには、やっぱり公平性ということが一番

必要じゃないかということで、今さっき課長が答弁された維持管理ですね、この点で今言わ

れている、この資料にも載っています、使用料収入が14年度で鹿島市の場合に72,066千円、

それから維持管理費、要するに起債と合わせた汚水処理費、これで 289,472千円、１件当た

りの下水道料金が今使用料を割った場合に46,796円、これは１件当たり１年間に払われる使

用料ですね。これは設備の問題もあるし、いろいろとこれから大きくなって、またいろいろ

されていく場合でもあるし、これは一概に言えないと思うんですけれども、本来支払われる

べき経費から言ったら 187,969円と。そしたら不足分が要するにかなり、 141,173円出てく

るんですけれども、一概にこれはこのままの数字だけで言われない面等もあります。

例えば、合併浄化槽にした場合に、年間どれくらい維持がかかってくるのかということで、

大体うちは７人槽をつけているんですけれども、私もここの点は詳しくないんですけど、合

併浄化槽には５人槽、７人槽、ちょっと一般に使われるので10人槽、これくらいですか、わ

からないんですけれども、大体これで維持管理、例えば３カ月に一遍検査をしたとして、年

に４回ですか。それから、あと県の方からの検査が１回、そして、あとは１年に一遍は必ず

くみ取りをしなさいということですので、それを計算した場合に大体どれくらいぐらいなる

のか、それがわかったらお願いいたします。それを参考のもとに、また話を進めていきたい

と思います。

いずれにしても、今申したとおり、密集地域では下水道はいいにしても、点在したところ

では合併浄化槽がいい、それは当市でも進められています。ただ、今言ったとおり、市町村

設置型でこういうことが以前とは違った形で、条件も少しぐらい緩和されるんですよという

こともありますし、その点も考えられたらどうかと思って、今回一応発言いたしましたけれ

ども、その点を答弁の方よろしくお願いします。

次に、ＣＡＰプログラムの導入についてですけれども、いろいろ今御答弁をいただいた中

で、14年度、それから15年度実施をしていますということで、市内の小学校でやっています

ということを答弁いただきました。平成14年度から鹿島小学校、浜小ですね、３年生から６

年生まで、平成15年、古枝小、七浦小で対象は保護者、民生委員等の方ということで、今言

われました結果も、このように公表がありましたということも言われたんですけれども、こ

こでＣＡＰ実施のアンケートということがあります。

どういうことをアンケートとしてとったというので、「あなたは、いじめや暴力に遭わな

いで安心して生きる権利があると思いますか」というこれをとって、その中で実施前と実施

後というところで、実施前の場合には 124、実施後は 224と倍近くになっています。それか
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ら、実施前は「ない」と答えた方が29で、「ある」が16、「わからない」が 149で、実施後

は62ということで、こういうふうになっていますけれども、かなりいい結果、評価が、受講

してよかったという好結果が生まれているのがアンケートの調査の結果ではわかってまいり

ます。

当市としても、いろいろ教育委員会の方で実際やられたものを、今教育次長の方から発表

があったんですけれども、若干 後に触れられた中で、佐賀市の取り組みのことに触れられ

ましたので、佐賀市が現在実施、16年度から 300千円の予算をつけられています。そこの中

で、行政の方から 300千円のお金がついて大体５校ですかね、１校当たり60千円の 300千円

というあれで、一応来年、16年度から実施される計画をされております。こういうふうにし

て、これからこういうものが取り組まれていくと思います。佐賀市にもちゃんとしたＣＡＰ

のスペシャリストがおられます。その人を呼びながら、専門的な知識ですか、スペシャリス

トによるものが行われています。今行われた浜小学校、14年度、15年度の事業を、どのよう

なスペシャリストを呼んで行われたのか、どのようなあれで行われたか、その点を２回目に

お聞きしていきたいと思います。

それから３点目ですけれども、新年度予算と今後の見通しについて、いろいろ課長の方か

らも御答弁いただきました。課長の方は厳しいと、とにかく厳しいことには変わりはないと。

課税自主権の話もされましたけれども、これは今後いや増して厳しくなってきますし、徹底

した見直しによる一層の経費の節減合理化を図っていくようにと言われていますが、そうい

う中で、納税について若干お聞きしていきたいと思います。

担当課の皆さんは徴税に対しては努力を図られると思いますが、ここに徴収率とか徴収率

向上においてのお尋ねをしてまいりたいと思います。

事前に資料をいただいていますが、平成11年から14年までについて出してもらっていま

す。平成11年に議会にお世話になりまして、今もう５年目になるんですけれども、11年度か

ら 終的に14年度までしかわからないということで、実は平成14年度現在での不納欠損を上

げていただきました。それによると、市民税で33,720,903円、法人市民税で 709,161円、固

定資産税69,746,198円、国保税 161,135,581円、軽自動車税が 1,400,900円、ここを合計し

ても 266,712,743円、これが不納欠損額として上がっておるわけですね。だから、不納欠損

に上げられるにはそれなりの理由があると思います。

そこで、件数でいきますと何件ぐらいになるのか、それぞれわかると思いますけれども、

また延べ人数になるのではと思いますが、延べ人数ではなく、同じ人が何人ダブっているの

か、その辺のところがわかりましたらお願いします。例えば、Ａさんが平成11年には払って

いないから、平成12年にも払っていないという分もあると思います。そういう重複されてい

る方がおられると思うんです。その方が何人いらっしゃるのか、それを教えてほしいと思い

ます。実質何名の方がそういうふうに不納欠損になられたのか、そういうことですね。
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それから、市営住宅の件に関しては平成14年度までで 7,499千円ということでいただいて

おります。それから、保育料が平成15年５月末まで 6,434,120円の未収額があるわけですね。

これに関しても何世帯の人が、同一世帯の何人の人がしてあるのか。それから、不納欠損処

分額で 1,125千円上がっております。それから水道料金ですが、14年の３月で10,297,793円

の未収金があるが、平成14年度で不納欠損額は幾らあるのか。未払いの人は同じ人なのかど

うか教えていただきたいと思います。

それから、学校給食の未収金の状況ですが、14年度分の計で 2,371,090円ですが、この辺

のところはどのようになっておるのか。やはり、なぜ払っていただけないかというのを真剣

に考えていかないと、ただ収納に行ったからどうかでは済まない数字だと思うんですが。

それで、一応一つお伺いいたします。

地方税法の中の市町村民税に係る督促の中で、「納税者又は特別徴収義務者が納期限まで

に市町村民税に係る地方公共団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員

は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合におい

てはこの限りではない。」とありますが、次に、市町村民税に係る滞納処分が 331条にある

わけですけど、「市町村民税に係る滞納者が次の各号の１に該当するときは、市町村の徴収

吏員は当該市町村民税に係る地方公共団体の徴収金につき滞納者の財産を差し押さえなけれ

ばならない」と、この中の 331条の１に「滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から

起算して10日を経過した日までに、その督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完

納しないとき。」、これは差し押さえていいということになっておるわけです。だから、こ

れは固定資産でも同じですかね、同じと思います。それから、債権でも同じじゃないですか

ね。こういうふうに法的に決まっているわけです。

それから、地方自治法の第３巻に、債権のところの 171条の５に、「普通地方公共団体の

長は、債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、

次の各号の１に該当し、これを履行させることが著しく困難、または不適当であると認める

ときは、以後、その保全及び取り立てをしないことがある。」ということがあるわけですね。

だから、うちの場合は、これで不納欠損に対して処分をされたわけですかね。

また、 171条の５の１に、法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開す

る見込みが全くなく、かつ差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えな

いと認められるときとか、またその意味は、債権者の所在が不明であり、かつ差し押さえる

ことができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき、そのほかこれに類

するとき、また、債権金額が少額で取り立てに要する費用に満たないと認められるときとあ

るわけです。

それから 171条の７に、普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力、ま

たはこれに近い状態にあるため履行延期の特約、または処分をした債権について、当初の履
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行期限から10年を経過した後において、なお債務者が無資力、またはこれに近い状態にあり、

かつ弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害

賠償金等を免除することができるとあるわけです。だから、これが全部のところに該当する

のか、税務課長の方にお伺いしたいと思います。

それから、今申し上げた水道課、福祉事務所、保険健康課、教育委員会、それぞれ担当の

方に回答をお願いしたいと思います。

市長は、「人が輝くまち鹿島」を掲げられ、４期目も１年を過ぎようとしています。諸問

題に懸命に取り組んでおられ、また改革にも取り組んでおられます。

ところで、我が党のマニフェストには、地方自治体市長の退職金の見直しを掲げていま

す。それで、ちょっと耳の痛いことかもわかりませんけれども、この不況の折、市長の退職

金を見直す、検討する気持ちはないのか、市長にお伺いいたします。地方自治法第 204条に

給与等について記述はあるが、給与の支給の仕方、金額等については条例によって決められ

ています。それによると、市長の退職手当は、勤続月数一月につき給料月額の 100分の50、

助役 100分の33、収入役 100分の25と条例にあります。大体４年で20,000千円ぐらいですか

ね、今 860千円ちょっとでしょう。それで、一応市長の退職金は毎月の給与の50％を積み立

てていくと、助役は33％、収入役が25％近くになるのですかね、これが退職金の規定にある

わけですので、その辺のところでやはり庶民感覚からすれば、ちょっときついんじゃないか

という部分があるわけです。そういうことでよろしくお願いいたしたいと思います。

とにかく、この不況の中ですから、市民の方からはいろいろな目で見られております。だ

から、その辺のところも考慮しながら、やはりさっきも申し上げましたとおり、まじめな人

が損をするような世の中にしてはいけないと思うんです。まじめに一生懸命働いていると、

また、それをしていない人もおられるわけです。納められていない人もおられますので、し

っかりその点を検討していただきたいと思います。

そういうことで、２回目の質問を終わりたいと思います。

○議長（小池幸照君）

暫時休憩します。

午後１時29分 休憩

午後１時42分 再開

○議長（小池幸照君）

休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を続けます。

４番議員の質問に対する当局の説明を求めます。桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

市長の退職金の見直しということでございますが、まず、まじめな人が損をするようなこ

とはおかしいです。これは市長のことだけじゃなくて、議員のことも含めてやっぱり言って

鹿島市議会会議録

－１５１－



いただかないと、私はいろんな報酬に関しても自分が一生懸命頑張って、そして市民が、こ

れくらいが適当だろうということでお頂きをしていると。議員も市長も特別職の報酬はどれ

くらいが適当かということは市民の代表の審議会にかけて、それを 大限尊重して決定する

と。いわば市民が決定をしていただいているわけです。そういう中での現行のことでありま

すから、私はそれに従っておるということであります。

ただ、今こういう財政難になってきて、市長とか、あるいは議員の特別職の報酬に対する

市民の目は非常に厳しいということが言えると思います。佐賀市の場合も市長が見直しをさ

れましたし、議員も、例えば視察費を削減されましたし、あるいはきょうこうして出席され

ていても日当なんかが出ているわけですね、議員さんは。そうしたものについても受け取ら

ないと、みずから決定をされました。こういうことで、やっぱり市長も議員も一緒になって、

この財政難という難局に立ち向かっていかなければいけないと、基本的にはそういうふうに

思っております。

また、年金の問題も今非常に出ておりますが、この前、市長の年金と市議会議員の年金と

比較をしましたら、議員の年金が高いです。ですから、こういうもろもろの、今我々特別職

にある者、こういう財政難に当たって、これはやっぱり市民に問うべきだというふうに私は

思います。したがいまして、次の特別職報酬等審議会に、これは一切合切、市長、あるいは

議員、これをかけて、そして市民の目で見て、今のやり方が正しいのか、こういうことを意

見を聞きたいと、こういうふうに思います。

○議長（小池幸照君）

藤家環境下水道課長。

○環境下水道課長（藤家敏昭君）

水頭議員の２回目の質問にお答えいたします。

合併処理浄化槽の１年間の維持管理費、７人槽ということでございましたが、まず年に４

回、それから11条の水質検査、それから清掃費、これらが１年間に維持管理費としてかかっ

てまいります。合計いたしますと、１年間に約55千円ぐらいの金額になろうかと思います。

これはあくまでも７人槽でございます。

○議長（小池幸照君）

北村教育次長。

○教育次長（北村和博君）

ＣＡＰプログラムの２回目の御質問にお答えいたします。

鹿島市で平成14年、15年度に実施をいたしましたＣＡＰプログラムの情報提供につきまし

ては、佐賀市にお住まいの専門家の方にお願いをしたところでございます。子供向けのワー

クショップ、子供向けバージョンといいますか、それに保護者、地域住民が参加したもので

ございます。
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○議長（小池幸照君）

税務課長。

○税務課長（西本勝次君）

４番議員の御質問にお答えをいたします。

まず、不納欠損処分の件数と実数ということでございますけれども、この件数につきまし

ては同一人物というとり方ではございません。これは年度で不納欠損をいたしますけれども、

期ごとに１期なり２期入っている分、これについては集合徴収10期でやっておりますので、

年度ごとに件数を出しておりますので、その点御了承いただきたいと思います。

まず、先ほど14年度の不納欠損の金額をおっしゃっていただきましたけれども、これは平

成14年度におきましては 928件、前年度対比で 366件の増ということでございます。この不

納欠損が何でこのようにふえたかと申しますと、これは競売終了等によるものが８件、これ

は交付要求というものをいたします。この交付要求がほとんど歳入という形にはつながらな

いということで、この件数が８件でございます。それから、破産者の増によるもの、これが

12年から14年の３年間で 271名、10年から12年までについては 100名というとらえ方でござ

います。それから、営業不振ということで、前年対比で件数で約３倍、金額で４倍、このよ

うな伸び方をいたしております。それから、長期にわたり所在不明、これは職権消除等を含

みますけれども、前年対比 1.5倍という数字になっております。

それと、先ほど国税徴収法の督促という形で言われましたけれども、鹿島市におきまして

は国税徴収法にのっとり、督促なり催告ということでいたしておるところでございます。滞

納処分ですけれども、これは差し押さえが主なものになりますけれども、この差し押さえに

つきましては、平成14年度、不動産23件追加でございます。それから、13年以前が62件とい

うことで、現在80件。それから、電話加入債権というのがございましたけれども、これは現

在では電話債権の価値がなくなっているということで、この電話債権については現在解除と

いう手続をとっていっております。これは無益な差し押さえを禁ずるという法律がございま

すので、これに従いまして電話債権の差し押さえについては解除という形でやっております。

それから、預金の差し押さえ、これが４件でございます。それから、所得税の還付金の差し

押さえ８件、交付要求15件、この交付要求につきましては、先ほど申し上げましたように、

税収としての歳入にはつながっていないというのが現状でございます。

それからもう一つは、納付誓約という形で24件の納付誓約をとっております。これは市民

税、固定資産税、それから国民健康保険税合わせて現在税務課の方が徴収をやっております

ので、先ほど保険健康課の方にお尋ねになりましたものについては、包括して御答弁をして

おります。

以上でございます。

○議長（小池幸照君）
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江頭建設環境部長。

○建設環境部長（江頭毅一郎君）

４番水頭議員にお答えをいたします。

平成14年度の住宅使用料の滞納者の数ということでございますが、31名でございます。内

容といたしましては、現年度が24名でございます。この24名の中には14名の方が過年度分と

して重複をされております。実数が10名ということになります。それから、過年度分の滞納

者21名でございまして、合計の31名ということになります。その内容が、生活が苦しいとい

うことで分納をされている方が23名、それから、退去後分納をお願いしていると、指導をし

ているという方が５名いらっしゃいます。それから、行方不明の方が３名というような内容

になっております。

それから、住宅使用料につきましては、現在のところは不納欠損をいたしておりません。

と申しますのは、死亡された方、あるいは不納欠損を考えていかなければならないというこ

ともございますが、相続人とか保証人とかいうような問題もございますので、まだ今のとこ

ろは行っておりません。特に現在入居されている方の使用料への納付の意識というのもござ

いますので、今は行っておりませんということでございます。

○議長（小池幸照君）

井手水道課長。

○水道課長（井手譲二君）

お答えいたします。

平成14年度における水道事業決算の中で、不納欠損額総額で 740,994円でございます。内

訳といたしましては、水道料金で平成10年度分を 690,994円、24件の19名、それから、ひっ

かけ等による漏水で11,798円、工事代で31,083円、労務費で 7,119円、これは平成11年度分

です。これで３件の１人、合計で27件の14人と２事業所でございます。

不納欠損の理由といたしましては、行方不明及び事業所の倒産によるものでございます。

以上です。

○議長（小池幸照君）

峰松福祉事務所長。

○福祉事務所長（峰松光夫君）

私の方からは保育料関係の不納欠損処分についてお答えいたします。

14年度の決算でございますが、９件、保護者数で９人ということですね、 1,125千円でご

ざいます。その理由ですけれども、破産その他で４件、 757,700円。それから失業、あるい

は低収入、高齢というようなことで生活困窮、これで２件、 136,400円。それから営業不振

というふうなことで２件、 184,400円。それから行方不明１件、46,500円。合計 1,125千円、

９件ということです。
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以上でございます。

○議長（小池幸照君）

教育次長。

○教育次長（北村和博君）

私の方からは学校給食費の未納につきまして御説明いたします。

平成15年中に不納欠損処分として処分いたすのは２件でございます。その理由につきまし

ては、保護者の死亡、そして職権消除による抹消ということで、２件の 414,540円となって

おります。

給食費の未納、毎年30名から40名程度が未納ということで上がってまいります。その理由

につきましては、保護者の生活困窮によるもの、そして、口座振替日に残高不足でその日に

口座から落とすことができなくて、そのまま未納になっているというのが主な理由でござい

ます。

○議長（小池幸照君）

４番水頭喜弘君。

○４番（水頭喜弘君）

３回目の質問をしていきたいと思います。

さっき、市長は勘違いされていると思うんですけど、まじめとかそういうものを、何か市

長のことを言うたわけじゃなかわけですよ。まじめに働きよるたいて、そういうものは全然

言うていません。

宝の海のことでさっき答弁いただきましたけれども、維持管理が55千円ぐらいと言われま

したけれども、平均で55千円ですかね。あと、くみ取り料も合わせると、もっとなるんじゃ

ないかと思うんですけれども。

それと、今、もちろん下水道の場合には集中した計画区域ですね、そこの中で今、事業認

可の 256ヘクタールですか、そこの中はもちろん妥当じゃないかと思うんですけれども、こ

の維持管理が若干、これは一遍計算的に、数時的に言うのもあれですけれども、合併浄化槽

の場合と公共下水道の場合の維持管理あたりの比較検討ですかね、そういうものもとにかく

やっていきながら、僕が何回でも言うのは、点在したところでは、もちろん合併浄化槽の推

進はされています。確かに鹿島市、国県の補助で４割ですか、30何万円から 400千円近くは

設置のときの補助はされていると思うんですけれども、維持管理ですね、そこになっていけ

ば、やっぱりうちの方は高いのかなという気もするんですけれども、大体県の方から１回と、

あとは３カ月に一遍あると思うんですけれども、そういうふうにしてありますので、その点

をやっぱりもっともっと、将来的になった場合に、今言ったとおり市町村設置型が、これに

取り組むにはかなりいろいろなものがあると思うんですけれども、実際有明海、八代海新法

ですか、これが特措法の中で別項扱いで有明海及び八代海を再生するための特別措置に関す
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る法律の中でそういうものも出てきましたし、そういう中で鹿島市に当てれば20戸以上のも

のがあれば国の方にも申し述べできるというものもありますし、そこのあたりは検討してい

ただいて、何回も言うごと経済的、効率的であれば、環境大臣の認定のもとに対象となりま

すということもありますし、その点は再度検討していっていただきたいと思います。

この前の新聞に、汚水処理費は利用者負担ということで総務省の方から、下水道料月額３

千円にて低い市町村に要請へとあっているんですけれども、これは鹿島市の場合には３千円

以上だということを、この前多分何か藤家課長も言われましたし、これは該当しないという

ことになっているんですけれども、いずれにしても、できたら市町村設置型のあれができた

ら、かなり負担する側も安くなってくるんじゃないかという思いで、今回質問をさせていた

だきました。

それから、このＣＡＰに関してはもういろいろと専門家を佐賀市の方から呼んでやったと

いうことですね。今後、よかったら佐賀市も16年度からやっていかれますし、そういう面で

検討を願ったらという思いですけれども、そういうことでよろしくお願いしておきます。

ここに、実はインターネットを開いていたら、今の退職金問題で、熊本市の市長の定例記

者会見の中で、いろいろ詳しくここの中に記者会見されていました。そこの中で、要するに

「大変厳しい中で、市民の皆さんに負担を求める改革もすすめていくことになりますから、

私自身の市政の責任者といたしましての自らの退職手当の減額を考えたところでございま

す」という答弁をされているわけですよね。だから、そういうことで、これが私たちがどう

こうじゃなくて、市長は特別報酬審議会の方にゆだねるということを言われましたけれども、

それはもちろん武雄市でも、やっぱり古庄市長の中でもいろいろなあれで、うちの同僚議員

がこの退職金のことに対しては質問しています。それから、多久市も質問しています。そう

いう中で、答弁としてはとにかく報酬審議会の方でということで、それはしていますので、

そういうことで今回取り上げさせていただきました。

こういう不況の中ですので、なかなか厳しい面も、とにかく一般市民の皆さんもなかなか

納税に関しても、今いろいろ御答弁聞いた中で、いろいろ厳しい現実はあると、それはもう

もちろん、だからこそやっぱり、それがどういう理由で不納欠損あたりが上がってきたの

か、それもいろいろ今説明をしていただきました。そういう中で、今からいろいろとまた16

年は何とかいっても、17年、18年と厳しくなってくるんじゃないかと思います。それはさっ

き財政課長の方からも答弁いただきましたし、どうかそういうことで、今回３点にわたって

質問をさせていただきました。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）
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まず、環境浄化槽の市町村設置型をということでありますが、既に御承知かと思いますが、

公共下水道は汚水の処理と同時に、雨水の処理をしているわけですね。したがって、公共下

水道特別会計には、一般会計からは雨水の分も含めた繰り出しをやっております。この雨水

の処理ということについては、これは非常に効果があっていますし、普通の都市計画のほか

の事業でやるより公共下水道事業でやった方がはるかに補助率が高いということで、この公

共下水道事業というのは雨水と汚水とあると。その結果、今現在の少なくとも公共下水道の

エリア内では水路整備等、あるいはポンプ場の整備もしましたので、水害のないまちになっ

たわけであります。ですから、こういう面も考えて、あるいはトータル的にいろいろな判断

をして、どちらがいいかということを我々として判断をしていく。現時点では、そういう面

から言いますと、公共下水道の方がいいという判断をしております。

ただ、申されますように、このことは随時検討していく課題だと思うんです。だからとい

って公共下水道に固執するということではなくて、そのときそのときの判断で中長期的な見

通しを立てて、公共下水道事業に、例えば今提案をされました市町村設置型の方が有利と、

これから先はこれが有利になるという判断をすれば、それは柔軟に我々も転換をしなければ

いけないと、こういうふうに思っております。

それから、市長の退職金の問題ですが、私先ほど申しましたように、あるいは議員の諸兄

の特別職の報酬に関しては、毎年これを審議会に諮っております。そして、そのときそのと

きの状況を見ながら、市民代表としての答申をいただいているというふうに私は思いますの

で、あるいはまた鹿島市の場合はほかの市町村と比べてもう七、八年、これはもう議員の皆

さんの報酬もそうです、上げていませんし、むしろ七、八年前より下がっている状況です。

こういうこともやっぱり総合的に判断をしなければいけない問題だと思っております。

私が先ほどの答弁と、それから前ほかの議員がこの種の質問をされたときに申し上げまし

たが、やっぱり提案というのは、一緒に議員も自分たちも身を削る、市長も削ろうやと、こ

れが提案じゃないですかね。自分たちの身だけ安全なところに置いておいて市長だけ云々と、

それは私はどうかと思いますよというお答えをしておったと思います。やはり皆さんも私も、

当然皆さんよりか私の方が責任は重いわけですので、こういうものに対しても、より厳しく

みずからを処していかなければいけないというふうに思いますが、先ほど申しましたように、

すべての面について次の特別職報酬審議会にお諮りをして御意見を承りたいというふうに思

っております。

○議長（小池幸照君）

小野原教育長。

○教育長（小野原利幸君）

ＣＡＰプログラムの導入について、これは今の世相からしまして大変必要度の高い事業だ

と思います。２年間に実施をしました４校につきましては年間計画に位置づけをして、事前
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事後指導の万全を期して行っております。当面は、このような各学校の自主的な企画運営、

こういったものに私どもとしては支援をしていきたいというふうに思います。

なお、このＣＡＰプログラムの究極のねらいというのは、子供が本来持っている心の力、

心をつくるということだと思いますので、今学校で実践をしておりますそのほかのさまざま

な取り組みとの相関関係をより強く認識をしながら、この趣旨に沿うべく努力をしてまいり

たいというふうに思っております。

○議長（小池幸照君）

以上で４番議員の質問を終わります。

次に、21番中西裕司君。

○21番（中西裕司君）

中西裕司でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。ちょっと風邪

ぎみでございますので、皆さんに御理解できないところがあるかもしれませんが、御勘弁を

いただきまして、御質問を申し上げたいと思います。

まず、私は今回、（再生）鹿島市株式会社論についてということで質問を上げさせていた

だきました。私は従来、議員になってから大分、株式会社論というようなことで市政の多方

面にわたり質問をしてきたところであります。市勢の再生、あるいは活性化、農業、商工業、

あるいは職員の皆さんの働きぐあい、そういうものについて、あらゆる分野について株式会

社という見立ての中から鹿島市の市政についての問いをしてきたところであります。

今回は、市制50周年という年でもあります。また、太良町と鹿島市の合併を17年の３月１

日に迎えるという、大きなターニングポイントの年であるというふうに私は理解をいたしま

す。今まで市政の再生の問題で、３割自治のあり方、あるいは先ごろ出ておりました三位一

体論、あるいは行財政改革の推進の問題、あるいはその他、庁内における文書システムの導

入等を行いながら、その都度その都度分掌の見直しや、あるいはそれに伴う継続的な改革、

あるいは持続的な改革をされてきたんだろうと私は理解をしておるところです。そういう中

で、二、三、具体例をもちまして御質問を申し上げたいと思います。

今回、50周年という節目であります。それについては企画課を中心とした庁内の勉強会か

ら発生した研究会等で実行委員会つくり、50周年の記念事業をなされようと今されておりま

す。大きな枠組みでの理解はいたすわけですが、それの手続的なもの、あるいは手順でござ

いますが、それが非常に今回わかりにくかったと思っております。従来、50周年記念という、

こういう記念事業につきましては、市長みずからがトップとしてのリーダーシップを発揮さ

れて、そして、そのときの自分のやりたいこと、やってきたこと、あるいはこれからやろう

としていることを市民に対して直接訴えかける、そういう大きなチャンスがこういう周年事

業と私は理解をしております。単に一課の、あるいは一部署の問題にすることなく、これは

行政も、あるいは議会も含めた形で、常に市長は議会との両輪だとおっしゃいますが、今回

鹿島市議会会議録

－１５８－



は 初からの話には議会は飛んでおります。役所だけの、執行部だけの50周年事業というス

タートをとったんじゃないかなというふうに理解をしておるわけであります。

先日の全員協議会におきましても、私はその点の指摘をしたところであります。一つには、

50周年事業のイベントに対する説明が議会にある。イベントの前に50周年事業の意義や目的

や、あるいはどの程度で、どういうふうにやるのかという総論がまずなければならないと思

っております。それは執行する上での組織のあり方も同時であります。予算を審議するのは

議会であります。そういう意味で、今回の50周年事業については、後ほど修正をされました

が、出発時点での今回の50周年事業のあり方については、やはり議会を無視していると、完

全無視という姿勢ではなかったろうかというふうに理解をするわけであります。

一番重要な今という時期が鹿島市のターニングポイントだということをどのように今考え

て、市民を共同参加させていくという大義名分に対して、どのような形でやろうとされてい

るのか、私はまだ理解ができないわけであります。４月４日には既に50周年のオープニング

がなされようとしております。準備期間も相当かかったようでありますが、それが先行して

いて、ほかのやつがなかなか理論づけができないまま出発してしまったのかなという懸念も

しております。

先日、議長を通じて執行部の方に申し出をいたしたわけでありますが、やはり今回の50周

年事業については、執行部も議会も一緒になってこの節目をお祝いしようということで、こ

の質問をしたわけであります。議会からも実行委員会として議長と総務委員長が参加をされ

るということで、やっと形が整ってきたところであろうというふうに考えております。

その後、議会としてはどのように対応しておるかと申しますと、先日の議会運営委員会で

は、今１年に１回議員研修を行っておりますが、その議員研修の費用を利用して、50周年と

いう節目だから、市民に大きく門戸を広げて市民参加型の、議会主催であるけれども、市民

参加型のそういう分科会なり講演会ができればいいかなというふうな形で、今、議会運営委

員会等で検討をされておるところであります。

一つの物事のかけ違いが大きなかけ違いにならないために、今回の鹿島市が50周年事業と

して、本当に市民総参加型の記念事業をやろうとするならば、もう少し配慮が欲しかったと

いうふうに思っております。今、50周年の事業について、市長はリーダーシップをもっとと

るべきだったというようなことを僕は申しておりますので、市長の御見解をお願いしたいと

思います。

次に、同じく、そうでありますが、中国のことわざに、 初に井戸を掘ってくれた人に対

する恩は一生忘れないというようなものがあったろうかと思います。これは田中角栄元総理

が日中国交回復をされたときに、中国の方が言われたんじゃないかなというふうに思ってお

りますが、今回、まだ正式には決まっていないのかもしれませんが、ビールのシールに50周

年事業のお祝いのシールを張るというような意見も出ておるようであります。どなたがどの
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ような形でされようとしておるのか、私はよくわかりませんが、ビールといえば市長も御存

じのとおり、ガタリンピックの立ち上げ当初から一スポンサーとしてサッポロビールという

企業が協賛をされておるところであります。非常に難しい、資金が集まらない立ち上げのと

きに、いち早くスポンサーとして名乗りを上げていただいて、いわゆるガタリンピックの日

の前の日には、新聞にも一面広告をしていただくというようなことで、私たちも感謝してお

るところであります。

ところが、今回ビールにシールを張るというような事業があるとお聞きしまして、中身を

聞きましたところ、そのシールを張るビールはサッポロビールというメーカーではなくて、

ほかのメーカーだというようなこともお聞きをしました。非常に私は残念に思っておるとこ

ろであります。やはり 初に井戸を掘ってくれた人、それに対する恩返しが50周年という節

目の中で生かされるべきであるというふうに思います。物が売れているから、好きだ嫌いだ

という問題ではないと思います。50周年記念のシールを張るならば、やはり私はサッポロ

ビールにまず御相談をしていただきたい。その後に、なかった場合は仕方がないかなあとい

うふうに思うわけであります。そういうことを今感じております。

もう一つは、こういうことも実は今までありました。消防団の出初め式でございますが、

来賓として議員は呼ばれるわけですが、ワンカップとちくわをいただきますが、ちくわは地

元産のちくわでございます。お酒はどういうわけか、私がもらったワンカップは鹿島市産の

お酒ではなくて、お隣の塩田町のお酒であったというようなことで、日ごろ地産地消という

概念を持ちながら、産業の再生なり市政の再生を言う中で、地産地消と言いながら、片や正

月早々隣町のお酒を飲まなきゃいけない、こういうことが果たして理論として成り立つもの

かどうか。これが役所の仕事でなければ私は構わないと思いますが、そこら付近がどうも腑

に落ちないときがあります。今回は、お酒もちくわもありませんでしたので、ほっとしまし

た。問題がなくてよかったなという意味で、ほっとしているわけであります。

また、これは 近の話でございますが、私は昔から、いろんな市の公共物なりをつくると

きには工事費の１％を文化のために使いなさいと、使ったらどうですかということを常に言

っておりました。これは神奈川県の長洲知事さんが始められた考え方でありますが、１％の

文化化という問題を今回取り上げてみたいと思いますが、今度、浜川の河川改修におきまし

て、現在、東部中学校と大村方を結んでいる市道天神線があります。通称、東部中学校の生

徒たちは「とんとん橋」と言っておりますが、そちらの方の話し合いが実は県とあったとこ

ろであります。

県の方は人道橋をつくりたいと、これは地元からの要望であるから、そのようにしたいと

いうことであります。とんとん橋をそのまま残せという御意見もあったようでございますが、

そのように人道橋をつくるということで決まりました。ところが、やはり何かその地域の文

化に沿うような橋をつくってもらえないかなという御意見もあったようでございます。まさ
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に、いわゆる１％の文化化をするいいチャンスではないかなというふうに思っております。

お金がないときに１％の文化はもったいないという御意見もあろうかと思いますが、これも

地元の意向であります。どういうおしゃれをとんとん橋にするのかは、やはりその地域に住

む住民の一つの権利ではないけれども、文化の象徴でなければならないというふうに私は思

うわけであります。名称は東部中学校の生徒を中心として、公に募集してみようということ

になりましたが、どのような形の名前になるのかはわかりませんが、こういう場合に昔言っ

た理念が、１％の文化化という問題が、ああ、またいいところで出てきたなというふうに思

っておるわけであります。この１％の文化化について執行部はどのように考えられるのか、

お聞きをしたいと思います。これは市長の考え方をお聞きしたいと思います。

今の財政の苦しい中、１％の持ち出しをしなきゃいけないわけですから、それをどうする

かということでございます。これは県の補償事業でございますから、県の方が全部見るわけ

じゃないんですが、出すと。残りを市が出すということになっております。そういう意味で、

今回、とんとん橋の１％文化化という問題を取り上げてみました。

そのように、これは一つの具体的な例でございますが、職員の皆様の意識づけを含めて、

いわゆる今回の50周年事業、あるいは今回のとんとん橋の問題、あるいは地産地消の本当の

あり方はどうなのか、やはりすべてが全部 100％みんな承知している職員ばかりではないと

思いますが、それぐらいはお互いに横の連絡を取り合って当然なさるべきではないかなとい

うふうに思っておるわけであります。

50周年という節目と合併を迎えているという、こういう中で職員も分掌の見直し、あるい

は自分の日常の職務のあり方等々を考えるいいチャンスであったんではなかろうかというふ

うに思います。法定合併協議会に出るときには、幹事会なりいろんな形を通って、まとめら

れて上がってくるわけでありますので、今回の市政の政策の流れなり、あるいは職務分掌な

り、日常の簡単な業務なり、そういうものを含めて大きなチェック機能になったんではない

かなと思います、ここ１年の間ですね、きょうからじゃないですよ。１年ぐらい前からその

ような方向が出てなきゃいけないわけでありますので、実際そういう意識づけができておっ

たのかどうか、そういうものをお聞きしたいというふうに思います。これがひいては市長の

市政運営の基本的な問題になってこようかと思いますので、御指摘を申し上げ、市長の基本

的な姿勢をお聞きしたいと思います。

今回の予算審議での提案の市長の冒頭の演説にもありましたが、あるいは第４次総合計画

において、ある程度桑原市政の中身については承知をしておりますが、やはり運営をしてい

くのは市長でありますので、縦の糸と横の糸をうまくかみ合わせることによって大きな運営

ができていくと思いますので、市長の基本的な姿勢をお聞きしておきたいというふうに思い

ます。

次の産業の再生の問題でございますが、これは今、小泉内閣でも言われていますように、
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構造改革をすることで活性化をしていくという大きな流れの中で、いわゆる産業の再生は鹿

島市においては地域全体の再生にもつながる大きな問題だと思っております。私は、ファク

トリーファーム構想なるものを提言し、市内の中小企業の食品や加工業者を１カ所に集め、

そこにおいて工場見学等ができるような施設をつくる中で、鹿島市の特性を生かした食品、

産物を含めた形での売買等ができる場所を１カ所つくるべきだというふうに御提案を申し上

げたことがあります。

私の理想としておったところは、工場団地の横の準工業地域でありますが、もう既に民家

が建ち、それぞれ自前の開発になってしまって、現在それにふさわしい面積はとれなくなっ

てしまったなという気がしております。提言をしたときには、もっとよかったんですが、ち

ょうど当てはまるような形で提言はできたんでございますが、準工業地域というようなこと

で非常に、あるいは祐徳院の参道に近いというようなこともありまして、ファクトリーフ

ァームの構想は非常によかったなと私自身満足をしておったんですが、現在、時が流れて、

そのような形になっております。

幸い、今回、東亜工機の工場団地への全面移転において、先ほど会長を呼んで勉強会をい

たしましたが、そのとき工場見学ができるように今回はしたというふうにおっしゃっていた

だきました。やはりこれは大きな進歩だろうと思います。今、中国の景気によって造船は好

況であります。輸送関連はすべて好況であります。そういう意味で、東亜工機も事業拡大と

いういいチャンスでもあり、しかも一流の技術力を持っておられるというようなことで、今

回、工場内に工場見学ができるコースをつくったということでございます。そういう御報告

を受けたところであります。

私はよかったなというふうに思っております。と申しますのは、企業においてこれだけの

施設をつくっていただくということは、あらゆる方面で活用できるということであります。

一企業のことはもちろんでありますが、それに連なる私たち、例えば観光の面から、あるい

は体験学習、あるいは修学旅行というような問題も含めて、いい施設をつくっていただいた

なというふうに思っておるところであります。

今後、やはりこういうものを利用した中で、今回の産業の再生をもう一回洗い直しをすべ

きだろうというふうに思っております。グリーンツーリズムはもちろんでありますが、農林

水産課と商工観光課がやはりお互いに横の連絡を取り合って、また別のものをつくり出すと

いう、そういう作業を早目早目にしてほしいものだというふうに思っておるところでありま

す。

観光というものは、すべての業種にお金が回るようになっておるようであります。たばこ

からガソリン代、電話代、お土産物、あるいは製造メーカーまで含めてあらゆるところに、

公共物を発注する以上に観光の産業というものに対して投資をすれば、それだけ金が回って

いく、市内全域に満遍なく回っていくという業種であります。また、日本におきましても観
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光立国としての日本というものを位置づけておられます。いかに日本というものを魅力ある

ものにしていくのかという中で、観光産業にも力を入れておられます。したがいまして、佐

賀県についても、鹿島市においても、いわゆる鹿島市の魅力づくりをやはりしなければいけ

ないなというふうに思っております。それは、ひいては観光産業の振興にもつながるでしょ

うし、地域全体の再生にもつながっていく方法ではないかなというふうに思っておるわけで

あります。ファクトリーファーム構想は半ば崩れておりますが、それにかわるものの仕掛け

をしていただいております。

また、グリーンツーリズムにおきましても、まだまだ具体的になっておりませんが、例え

ば伝承文化の運動や竹灯籠の運動等を通じて、そういうほかのイベントとの組み合わせの中

で、グリーンツーリズムも新しいものができていくんじゃないかなというふうに期待をして

おります。ぜひこれについては今の取り組みを改めてお聞きしておきたいというふうに思い

ます。

特に市長は、「自然を生かした、人が輝くまちづくり」というようなことでテーマを上げ

ておりますし、「自然鹿島は肥前鹿島」ということもあるようであります。やはりそれにふ

さわしいものを具体的な政策としてやっていくべきものだと思います。合併は近いかもしれ

んけれども、合併は合併で議論をしていく中で、そういうものは出てくるわけであります。

今、合併までにはまだ１年あるわけでありますので １年もないか、もう少しあるわけで

ありますので、たたき台だけでもつくっておかれたらどうでしょうか。御質問を申し上げた

いと思います。

次に、経済特区の問題でありますが、この問題は先ほどの中村議員の質問の中でも取り上

げておられました。構造改革特区という大きな問題であります。これは経済特区に限らず教

育特区もあるわけでございますから、構造改革特区というようなことについて一言述べてみ

たいと思います。

日本の経済が、いわゆるダウンする中で、スローダウンしていく中で財政の問題が問われ

ておるところであります。今までは国と地方のあり方は、全国一律の金太郎あめ方式の補助

金による一律の画一的な、そういうあり方であったろうと思います。今回は構造改革をする

ことによって、いわゆる活性化をするということでございますから、旧来の統一型、画一型

の政策というのは今後国からは出てくることはないというふうに思います。その一つが構造

改革特区の考え方であろうかというふうに思います。

竹下総理時代には１億円のふるさと創生資金なるものが出てきまして、それぞれ地域にお

いて自由に発想をして１億円を、使い道はひもをつけない、自由に使える金ということで、

各市町村が１億円ずつもらったわけですが、その活用についてはそれぞれさまざまだったと

いうふうに思います。それに近い形の考え方だろうと思いますが、いわゆる構造改革特区は、

鹿島市が知恵と工夫による、あるいは地域間競争に勝つためのそういうものであろうという

鹿島市議会会議録

－１６３－



ふうにまず思います。もう一つはやはり、事業主はあくまでも地元の市、鹿島市が責任を持

っていく。あるいは先ほどから言いましたように、全国に先駆けて鹿島市が特別なもの、あ

るいは得意なもの、特性のあるもの、そういうものを実施していく、いわゆる従来は全国一

律、金太郎あめ方式でございますから、どこにでも共通の施設や建物が建っていったという

こともございますが、今後はそれはあり得ないわけであります。そういう意味では地域の特

性を生かした地域の再生のあり方を、いわゆる議論をしなきゃいけんだろう、いけない時期

に来ているというふうに私は理解をするところであります。

議会運営委員会で、先日、沖縄県の名護市に行ってまいりました。名護市は金融特区とい

うことで、金融業の法人所得税を10年間、35％控除するということの制度をもって、進出企

業の税制措置を優遇することによって進出企業を迎えるというようなことであります。これ

は当然、沖縄振興特別措置法の問題もあるようでありますが、これも名護市長のトップの考

え方でされておるわけであります。

私たち議員の研修に出てきて説明をされた方は、議会事務局もそうでございますが、女性

の、いわゆる銀行から出向されている方が説明をしていただきました。やはり一生懸命頑張

っているところ、あるいは地域活性化のために知恵を出したりしているところ、やはり我が

まちに比べて違うところがあります。私もこのように申しております。沖縄は従来、大体支

店、営業所に行く人は、失礼だけれども、東京よりかは見劣りのする、あるいは名古屋、大

阪よりかは見劣りのする、どちらかといえばどうでもいい人が今までは支店長なり営業所長

なりとして赴任をしていたところであります。ところが、 近は東京と同格の地位も権限も

持っている、そういう人が支店長、営業所長として赴任している状況であります。いかに沖

縄というのが、これからどのような経済圏をつくっていくかということについて、東京にい

る人間が今や沖縄に来て仕事を始めたということ、そういうことでしょうと私が申しました

ら、非常に喜んでおられました。現実に会社、企業はそのように今動いております。沖縄に

いて、名護市にいて、いわゆる台北、北京、ソウル、東京よりか東アジアの方を経済圏とし

た方が、むしろ経済の範囲というのは広いわけでありますから、そのようなことでコンパス

を回してみますと、 200キロ以内には東京はないけれども、北京なり台北なり世界の有数な

大都市を抱えるわけであります。そのように考え方は今変わっているわけであります。

したがって、名護市長は金融特区というものを申請されて、市勢の発展、あるいは地域活

性化のためにこの制度を利用して、どのようにしていこうかということを考えておられるわ

けであります。やはりその地域の特性をみずからがよく知っておられるということでありま

す。

今回、鹿島市においても、さまざまな民間サイドの御意見も出てきておるようであります。

特区のあり方について、どういう具体例があるかということで出てきておるようであります。

前回の質問について、具体的な答弁はありませんでしたけれども、民間を含めて市長の指示
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もあり、今研究をしておるというところでございます。

二、三、私の方から具体例を挙げてみたいと思いますが、これは私のお友達の意見であり

ます。鹿島市シルバーポリス特区構想というものであります。もう一つは、鹿島市富くじで

すね、宝くじの特区構想であります。内容については、もう執行部のサイドにもお話はして

ありますよというようなことでございましたので、詳細は避けるにして、今後このような形

で鹿島市の特性、いわゆる鹿島市が身についておるもの、そういうものに対する再度の見直

しをして、いわゆる検証をして、新しいものをつくっていく、そういう作業をすべきではな

いかなというふうに思うところであります。構造改革特区についての考え方がございました

ら、お知らせをいただきたいというふうに思います。

お聞き苦しい点があったと思いますが、１回目の質問を終わります。

○議長（小池幸照君）

北村企画課長。

○企画課長（北村建治君）

それでは私の方からは、中西議員の１回目の御質問の中で、市政の再生、この中の市長の

基本的姿勢の中で触れられました鹿島市市制50周年記念事業についてお答えをいたしたいと

思います。

この事業の趣旨として、私どもは、鹿島市が誕生して以来、これまで多くの先輩たちが現

在の鹿島市をつくり育て、私たちへ引き継いでいただきました。50周年という大きな節目の

年を迎えるに当たり、昔を懐かしみ、現在の鹿島市に生きる喜びをともに分かち合い、平成

16年がみんなの記憶に残るような思い出づくりができればと思っています。そして、鹿島市

民一人一人がそれぞれの記念事業の主催者として、あるいは参加者として、また観客として

かかわりを持っていただくことを願い、50周年記念事業を計画いたしましたということをう

たっております。

次に、実行するに当たりましては、市民参加、既存グループとの連携、新しいスタッフの

発掘、育成の大きな三つの目標を掲げ、また、50周年記念事業実施本部、調整部会、個別イ

ベント実行委員会の三つの推進組織を立ち上げて取り組んでいるところでございます。これ

によりまして、幼児から熟年者まで楽しみ参加できるいろんなイベントを企画したところで

ございます。

そしてまた、この50周年記念事業を実施するに当たりましては、研究会、そして、それを

まとめた事務局で作成した計画案を庁議という市の施策決定機関に諮り、承認してもらいま

したので、これは私どもは市の公式行事として取り組んでいるという認識に立っておりま

す。

そして、その中で手続手順がわかりにくかったので、出発時点では議会を完全に無視して

いたのではないかというようなことも言われましたが、これは決して無視したわけでなく、
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今回計画いたしましたいろんな企画案につきましては、先ほど言いましたように多種多様な

イベント、あるいは行事等を組んでおります。そういう中で、私どもが皆様方に説明できる

ような成案をつくる前から、それと同時に並行しながら進んでいかなければ到底間に合わな

いような行事等もあったわけでございます。その一例が、今回４月に開催いたします「なん

でも鑑定団」ですね。そういったものをもう大分前からしていかんと間に合わないという状

況でありましたので、どうしても皆様方に説明する成案ができ上がる前から取り組む必要が

あったわけです。そういうことで、皆様方に中身を説明できる成案ができるまでは結構期間

がかかりましたので、そういう意味では御迷惑をおかけしたと思いますけれども、決して無

視したのではございませんので、その点は御理解を賜りたいと思っております。

それから、ビールの50周年記念シールの件ですけれども、これはまず前提として市民の皆

さんの方から、市が50周年行事をしているならば、こういう面で協力をしたいという、まず

提案があったわけです。その提案といいますのが、先ほど言われましたように、サッポロ

ビールという要望はあったわけですが、しかし、我々がこれを取り組むに当たっては一定の

販売をしなくちゃいかんと、それは大体 3,000ケース以上売れないと、そういった記念シー

ルを張るというような企画についてはビール会社は取り組んでもらえないということで、じ

ゃ、 3,000ケース売れるようなビールは何かということで市民の方が検討された結果、アサ

ヒビールの方だったら自分たちもこの期間中に 3,000ケース以上ははけるだろうということ

で、アサヒビールにしたいということで提案があったわけです。つまり、このことは行政側

からこういうことをしたいので協力をしてくださいとお願いしたわけじゃなく、皆さん方の、

市民の方からのありがたい申し出があったわけですから、これをお受けしたという前提がご

ざいます。このあたりを御理解いただければと思っております。

以上でございます。

○議長（小池幸照君）

唐島総務部長。

○総務部長（唐島 稔君）

私の方からは、まず出初め式のワンカップのことでお答えをいたしたいと思います。

これは昨年まで実施をいたしておりまして、粗品としてワンカップとかまぼこを差し上げ

ておりました。そして、これは市内の産品を使用することということで方針を決めておりま

した。それで、先ほどの御指摘は市外のものがあったということでございまして、これは考

えられることは、数がそろわなかったか、もしくは発注をするときに私どもがこれを徹底し

ていなかったということが考えられまして、不手際があったことをおわびいたしたいと思い

ます。

なお、今年度は、この粗品を配布するということは廃止をいたしております。

それから、次に１％の文化化と、ちょっと意味がとれませんでしたが、１％の上乗せとい
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うようなことでの御質問でございましたらば、これは一般質問の 初の日、橋爪議員にもお

答えをいたしましたように、鹿島市においては予算規模が小さいものですから、予算の上乗

せとか、そういった新たな歳出、これはなかなかに難しいというところがございます。

それから、経済特区の件でございますが、確かに御指摘がありましたように、民間から大

分類で２項目、小分類で五つ、５件の提案があっております。それで、現在市長から、民間

からこういったアイデアが寄せられたと、これについて検討のチームを発足させろというよ

うなことで指示がありまして、市役所の若手職員６名で構成をいたします検討チームを立ち

上げてまいりました。これは中村議員にもお答えいたしましたように、なかなか難しい取り

組みとなっておりまして、このチームはまず心当たりが全然勉強もできておりませんので、

まずは一から勉強をというようなことで検討を続けております。ただ、ここで検討をいたし

ましたノウハウと、それから、この職員の特区に関する勉強、これで得た知識は後だってま

た財産として残っていくものと考えております。

いずれにいたしましても、今後、この民間からのアイデアについて特区の構想として提案

できるか、もしくは特区として認定申請が可能であるか、こういったことを論議の方向とい

たしまして、万一不可能であるならば、その理由も含めて論議をすることといたしておりま

す。

なお、鹿島市役所各課からの提案は11件ございまして、引き続きこの件についてもあわせ

て検討をいたしておるところでございます。これは先日の中村議員にお答えをいたしたとお

りでございます。

以上です。

○議長（小池幸照君）

北御門商工観光課長。

○商工観光課長（北御門敏則君）

21番中西議員にお答えをいたします。私の方からは、観光産業の振興についてということ

でお答えをいたします。

２点ほどあったと思いますけれども、まず第１点目の、東亜工機さんが現在、谷田工場団

地の方に全面移転のために工場を建設していただいておりますけれども、その中に工場見学

のコースができるということですが、私、今初めてお聞きをしたわけですけれども、大変う

れしいことだなというふうに思っております。というのは、昨年も県内、県外も含めて工場

見学をさせてほしいというふうな要望が我々の方にあっておりまして、そのときも東亜工機

さんの方に御無理申し上げて工場見学をさせていただいたというふうな経緯もありますので、

今後は会社の方と十分協議をさせていただいて、何かの観光の面等で活用できるということ

であれば、十分にそれを活用させていただきたいなというふうに思っております。

それから、次の観光産業が活性化として大きなウエートを占めてくるのではないかなと、
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占めるというふうな趣旨の質問であったと思いますけれども、まさしくそのように我々も感

じております。その手段として、鹿島市の魅力づくりが必要ではということですけれども、

これまで鹿島市のよさを内外にＰＲしていただくために、有明海の干潟を活用した干潟体験

なり、それから、鹿島市の伝統的な芸能である面浮立を中心とした伝承芸能フェスティバル

の開催などに代表されるように、鹿島市ならではのものを実施していただいてきております

し、鹿島市の魅力アップにつながっているものというふうに思っております。

ただ、今後はこれらのイベント等に訪れていただいている方々に対して、少しでも長く滞

在していただくようなことがどうしたらできるのかというのが大きな課題として残っている

なというふうに思っております。ただ、これは我々行政だけでもちろんできるものではない

というふうに思っておりますので、農業、商業など業種を越えた連携が必要になってくると

いうふうに思っております。

それで、今、産業部内では、４月から市の施設としてなります自然の館の活用を図るため

に、有明海の干潟、それからミカン狩り、また、山間部で楽しみながら体験できるものを組

み合わせて、体験型農業、グリーンツーリズムの実現に向けて、現在プロジェクトチームを

つくって検討をさせているところであります。

それから、もう一つの動きといたしまして、月曜日の中村議員の質問の中にもあったかと

思いますけれども、七浦産業振興会やＷＷＦが中心となりまして、市内の企業、それから酒

醸造も企業ですけれども、温泉、それから個人農園などと協力をしながら、業種を越えてま

さに全市的な取り組みとして、鹿島有明海堪能ツアーということで、４月10日、11日の予定

で、既に現在東京、福岡の方面から募集をされているところでありますので、この成功に向

けては市としても協力をしていきたいというふうに思っております。

それで、今後、先ほど申しました伝承芸能フェスティバル、それからガタリンピック、そ

れから、昨年からしていただいております竹灯籠といったイベント等々の開催とあわせなが

ら、１年を通じてそれぞれの鹿島市ならではの季節の特色を出して、このエコツアーを実施

していくことができればということで計画をしていただいておりますので、我々市としても、

今後これらの組織化とか、そういうものに向けて各地区にはそれぞれ振興協議会というのが

ありますので、そこら辺と連携を図るような協議会をつくっていければというふうなことで、

現在模索をしているところであります。

以上です。

○議長（小池幸照君）

21番中西裕司君。

○21番（中西裕司君）

２回目の質問をさせていただきます。

まず、市政の再生の問題でございます。市長の基本的な考え方はお聞きできませんでした
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が、大体今回の冒頭の演説なり、第４次総合計画なりを理解してこいというようなことでご

ざいますでしょうから、そのようなことというふうに理解をしてお聞きをしたいと思います。

50年の節目という問題と合併という問題、この二つの問題に、やはり私自身もそうですが、

まだまだ大きなものを持っていない、特別な気持ちがまだない、市民にとっても恐らくそう

ではないかなというふうに思います。

ケーブルテレビを見ている方あたりは、合併についてもいろいろな議論がされているとい

うようなことをお聞きでしょうが、合併はどがんするねということについてはありますが、

中身についてはなかなかない。鹿島市がどう変わっていくかという議論まではまだいってい

ないという状況だろうと思うんですね。

そういうふうに、市民の中には、あるいは役所の執行部の中にも、通常の業務を見直して

今のあり方をどうしていこうかということの作業を、いわゆる持続的な作業を恐らく１年間

ぐらいかけてやはりすべきだと思うんですね。してきた結果が、多分法定合併協議会あたり

に書類として出てくるんでしょうけれども、なかなかそういうものが見えにくいという形が

あります。これは議会においてもそうでありますが、なかなか見えにくいものがあるという

ふうに理解をします。

ただ、常にこういう記念行事というのは、今いみじくも市の、民間の方からのいろんな申

し出があって、それに対することを私たちは受け継ぎをして、していますよと言いますよね。

じゃ、今回50周年記念事業にあわせて各部ごとに競争して、何か市民に訴えるものを、ある

お祝いの日でもいいですから、発表会なりしていただけませんでしょうか。市民は行政から

チェックされる側に常にあるように私は思います。今度の50周年の記念をして、市民が本当

に行政をチェックできる、そういう日を１日つくってもらえませんでしょうか。いわゆる本

当に自分たちのやっている業務が、分掌が、市民サービスにつながっているのかどうかです

よ。それをこういうときにしてほしいと思います。執行部はいつまでも後方舞台に立って、

いや、主人公は、舞台で踊るのは市民だから、私たちは舞台づくりに励めばいいんだという

ふうなことを、それが役割みたいに言われますが、実際は逆で、市民のチェックに回ってい

るのが執行部であって、チェックされているのは市民であるという気がします。

その力学の流れを逆にしてみませんか、１日だけ。そういうのが本当の50周年の記念事業

じゃないかなと、あるいは50年かけて積み上げてきたものが初めて公になるんじゃないでし

ょうか。私は各部ごとの出し物を出してほしいと思います。それが何であれ、それはお任せ

をしてよろしいかと思いますので、そういうことをしてほしいと思いますね。

そして、やはり50周年の節目というのは、そのときのリーダー、いわゆる桑原市長が、こ

の節目に何をしようとして、今後何を訴えかけていくかということを、やっぱり僕は事務方

に任せるんではなくて、市長みずからが立ってすべきじゃないかなと思います。

というのは、私は全協の会議のときにも申しましたが、市長は当選当初、村おこしのリー
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ダーであります。それに市民がみんな賛成をして、賛同をして、そして新しい市長像という

ものを描きながら投票したと思っております。今こそやっぱりそれを忘れることなく、今回

50周年という１年間の間に、いわゆる桑原市長が馬場市政をつないで、マラソンに例えて、

市長はたすきを私は渡していくんだというふうな謙虚な気持ちで言われました。その作業を

やはり具体的に示すべきだというふうに私は思います。

一つは、農業に対して竹下登元首相のふるさと創生資金にあやかって、鹿島市においても

市長は、その当時10,000千円くらいだと思いますが、そのときにもふるさと版の鹿島版とい

う形で、いわゆる自由に使って結構だということで、市内各地域にされたと思うんですよね。

その資金を使って、使途それぞれその地域で、その地域に合うものをされたと思います。講

演会をしたところもあるでしょうし、何かの記念事業をしたこともありますでしょうし、そ

ういうことをされてきたと思うんですよ。その集大成の報告を私は聞いておりませんからわ

かりませんが、恐らくその地域にあるもの、その地域に与えられた課題について、住民みず

からが考えたことをやってきたと思うんです。その作業はやはり大事だったと思うんです、

鹿島市政の運営のためには大事だったと思うんです。今回それがないなということで、私は

ちょっと不満があるわけであります。やはりもう一回、ふるさと創生らしきものをやはり市

長みずから政策をとられる。普通の業務ではそういうことはなかなかできないわけでありま

すから、こういう節目のときに思い切って桑原カラーというものを出して、そして自分自身

の、市長の在任の反省の糧ともしてほしいというふうに思うわけであります。

非常に今回は、余りにも実務的すぎるというふうに私は考えます。今後まだまだ、議会も

土俵に乗せていただきましたので、議会運営委員会として、今回自分たちの年に１回の研修

を市民とともに聞こうと、そういう機会にしていこうというものを今、議会運営委員会を中

心に話し合いをしておるわけであります。土俵に乗らなかった場合は何もなかったと。従来

の手法で、議会の議員だけが研修会をするということになったかもしれません。そういう意

味では大きな意味があろうと思います。

特別委員会におきましては、本物のまちづくりというようなことで特別委員会主催でした

行事も昔はありますが、それにちなむわけじゃないんですが、やはり一つの節目をというも

のを大事にして、そこの中で再スタートを切るための一つの手だてにしたいというのが、議

会は議会でそういうことを今話し合いをしておるところであります。恐らく決まったら実行

委員会の方に御報告があろうというふうに思います。そういう意味で、市長の市政の再生と

いう問題について、財政だけではなく、これからは施設だけじゃなくてハードからソフトへ

のいろんな移行があるわけでございますので、そういうものを何とか今後工夫していただけ

ればなというふうに御期待を申し上げておきます。

ビールの問題でございますが、ビール戦争になりたくはないんでございますが、どちらか

といえば私は第三者のビールが好きなものですから、ビール戦争はしたくないんですが、
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後はやはり実行委員会が50周年記念のラベルに対してオーケーを出すわけでございますね。

それはやっぱりそうだと思うんですよ。何でもかんでも勝手に使っていいというものではな

いだろうなというふうに思います。

そこで、やはり、それこそ執行部は市民をチェックする側でございますから、チェックを

する意味では、井戸を掘ってくれた人はだれだったのかということを常に承知しておかなけ

ればならない、そういう問題であります。逆に、鹿島市はお酒の宝庫でございますから、日

本酒の方がいいかなというふうに思ったりもします。これはもう具体的な答弁は必要ありま

せん。

地産地消という問題で出初め式の話をしましたが、紛れ込んでいたわけではなくて、私が

こっそりと総務課の方に注意をした後は必ず地元のお酒を利用していただいている。だから、

私が言ったのは非常に古い話でございます。そういうふうに地産地消を片や言いながら、じ

ゃ、地元産については何でそんなに冷たいのかと、もっと常に頭の中において作業をしなけ

ればいけないことではないんですかという御指摘でございますので、それがいいかどうかの

ことではありません。

１％の文化化について、わからないとおっしゃいましたが、例えば鹿島市の庁舎がありま

す。入り口があります。そこには面浮立の壁画があったりします。あのように、いわゆる物

を建てるだけではなくて、その地域の文化や歴史を反映したもの、そういうものを一つ押さ

えをすると、軽い意味であります。

だから、先進地の神奈川県におきましては、学校校舎を人口増に伴いまして、たくさんつ

くるわけであります。そのときに学校を同じものをつくるんではなくて、その地域に合った

いわゆる愛着の持てるもの、そういうものを探して、そこに１％のその地域文化ですよ、そ

の地域文化のために１％、いわゆるこれは請負工事の１％でございます。請負工事の１％を

そういうおしゃれに使う、その地域に住んでいる人が将来自信を持って、世の中に出ても自

分の町や村にはこういう文化があるんだ、こういう歴史があるんだという自信を持たせるた

めに、神奈川県知事はそのような発想で事業を推進してきたわけであります。鹿島市にでき

ないことはないと思いますが、その当時は予算の都合上できないとおっしゃいましたので、

できないんでしょうけれども、今回は、とんとん橋につきましてはそういう御意見もござい

ますので、御検討をいただければなというふうに思います。

合併も近いうちに参ってくるわけでございます。法定合併協議会の委員として、本当に議

会を代表して、つらい思いをしながら現在出席をさせていただいております。非常に私自身、

勉強になっておるところであります。今まで自分の得意な分野だけ勉強しておけば何とか過

ごせたものが、委員に就任したばっかりに、自分の苦手な分野もあわせて勉強せざるを得な

いということで、非常に私自身は感謝しておるところであります。そのように合併の一つの

協議を進めていく中で、やはり職員一人一人がこれに向けての物事の立て方といいますか、
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そういうものがあったというふうに私は理解をするわけであります。当然、いろんな段階的

なものを通じてなされてきたと思いますが、それをいわゆる意識的にしてきたかどうかです。

合併に連なるものについてですね。そういうものがはっきりした形であったかどうか、なか

ったら市政の再生はあり得ないし、あったら市政の再生があるというふうに僕は判断をする

わけであります。

産業の再生については、そのようなことでいろんな構想が将来出てくると思います。や

はりそれのかけ合わせを地域のためにはせざるを得ないんだろうと。地域の再生をするため

には、いろんな特性のかけ合わせである。かけ合わせをすることによって、その地域の魅力

がまた一段と増す。そうすると、よそからですね、ああ、あそこのまちにも行ってみたいと

いうようなことで、たくさんの方が訪れてこられると思います。私も副議長の職として今、

議会の方に全国から議会議員の研修に見えます。議長が都合が悪いときには私が出るよう

にしておりますので、私も二、三出たことがありますが、じゃぶじゃぶ作戦なんていうもの

について勉強したいというふうに来られました。話を聞いてみると、相手の方が物すごく先

進地なんですよ。逆に私たちの方がおくれているところがあります。でも、何かやはり微妙

に、じゃぶじゃぶ作戦がいいのかもしれませんが、そのように来ていただけるようでありま

す。これも一つの魅力であります。あるいは、浜町の町並みのことについてもそうでありま

すが、そのようなことで、 近、議員研修においても全国から見えておられるようでありま

す。

そのようなことで、新しい鹿島市の魅力を第三者の立場でもう一回、今判断をしておると

ころであります。特に鹿島市の魅力ができた時点では、あらゆるものが流動的に動き始める。

流動的に動き始めれば経済的にも動き始める。そしたら市民の意識も変わってくるというふ

うに思っております。

ただ、現在、観光協会においては伝承文化なり竹灯籠なり鹿島踊りなり、それぞれ協賛し

たり主催をしたりしてイベントをやる中でおりますが、イベントはあくまでも手段であって

目的ではないと、よく福井議員がおっしゃいますが、そのように私も思います。イベントを

目的化したために、おもしろくなくなったというのがたまたまあるようであります。

特に今回、鹿島市長は何かにつけて竹灯籠のあのフェスティバルはよかったというふうに

言っていただきまして、お褒めがあるんですが、当事者はどうしようかなというふうに今考

えておるところであります。やはりつくり初めは非常に大変なものがあります。井戸を掘る

という意味はそういう意味でございまして、大変な御苦労があるようでございます。これは

ことしもやるようになりましたので、この場をかりて御報告をしておきます。市長の御協力

を、竹灯籠についても一段の御協力をお願いしておきたいと思います。これは今、純粋な民

間でやっておりますので、ことしは実行委員会なりの形をとっていくんではないかなという

ふうに思っておるところであります。
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このように観光というものは、いわゆる魅力をつくり上げることと、そして、そこに住む

人の親切心だというふうに思います。観光産業を魅力あるものにしていくために、どうか農

業、商工含めて議論をしていただきたいというふうに思います。できれば横との連絡を密接

に定期的にやるために、研究会なりでも早急に立ち上げていただきまして、そのような形の

ものができればなというふうに思っております。

この前は、ちらっとまちの中で観光ボランティアという人に会いました。そういうことで、

民間は民間でボランティアの講習もあっておるようであります。一つ一つ着実に進んでいっ

ているなというふうに私も理解をしているところであります。そういう意味で、改めて環境

産業についての御支援もお願いしておきたいと思います。

構造改革特区については、先ほど部長が言われましたように、それぞれいろんなアイデア

が出てきておるんでしょうから、国の方の基準に沿うのか沿わないのか、そういうこともあ

りましょう。ただ、この構造改革特区を勉強していくことが、新しい いわゆる、僕が常

によく言うように、職務の分掌規定を変えていくんですよ。今までは行財政改革大綱をつく

って、そこの中でやっていくんだということをやった。あるいは環境ＩＳＯ9001かな、そう

いうものを導入することによって、また市内の、庁内の活性化を図っていくというようなこ

とがあったろうと思うんです。そういう意味では、また新たなこういう構造改革特区という

一つの見方を変えることによって市政を再生していくということでございますでしょうから、

改めて今後も引き続き持続的な改革をしていただきたいというふうに御希望を申し上げて、

一般質問を終わりたいと思います。

市長の御所見があれば、一言ごあいさつをいただければなと思っております。

○議長（小池幸照君）

桑原市長。

○市長（桑原允彦君）

50周年記念事業で、各部ごとにでもいいから報告会をやったらどうかと。これと村おこし

の手法を具体的に示すべきだと、これをかけ合わせまして私答弁をいたしたいと思いますが、

我々の日常的な仕事、あるいは政策というのは、市報、あるいはホームページということで

市民の皆様に広報しております。今回、その集大成として鹿島市史の発行をいたしますし、

50周年の記念史も発行をいたします。こういうもので大まかなことは足りるというふうに思

いますが、提案をいただきました村おこしの手法といいますか、これを具体的に示したらど

うかと。これはやはり私も今までやってきた集大成として、取りまとめて発表する必要があ

るのかなというふうに思います。

それは、やっぱり鹿島市の中身的な特徴というのはここにあるんですね。つまり、民と官

が非常にうまく連携がとれている、あるいは民間の活動というのは非常にレベルが高く、活

発なところ、これは日本的に言っても私は 高レベルにあるんじゃないかというふうに思っ
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ております。そういう部分が実は鹿島市の政策として、ある新聞社の賞を、我々の市政を高

く評価していただいて、実は２回、公表しておりませんが、日本全国から見てということで

表彰を受けております。

もう一つは、例の茨城県の鹿嶋市との市名論争のときに、茨城県の鹿嶋市からお見えにな

りまして、そのときはどれくらいだったか、20名近くおられたんでしょうか、鹿嶋市の民間

と議論をいたしました。 終的に向こうが引き下がられたのは、その理由に佐賀県鹿島市は

民度が高いということで敬服をして引き下がられたと、こういう経緯もございます。

したがいまして、実はそういう切り口から整理をしようということを思ってもおらんやっ

たものですから、今回いい提言をいただいたというふうに思っております。うちの部課長も

聞いておりますので、どういうことを具体的にまとめればいいのかなと、これは議員諸兄も

聞いていただきたいと思いますが、やはり村おこしの手法というのは、ます基本的には、市

民が自分たちのまちづくりの主体者であるということを感じていただいて行動に移していた

だくと、このことに尽きるわけですね。何でも行政に頼る、頼む、こういうことだけではい

かんということになります。

この民間レベルの活動を、例えば、ここ10年ぐらい振り返ってみましても、時系列的には

順不同になります。ここにちょっとメモしているものを言ってみますと、浜の町並み保存に

対する今いろんな活動が幅広く、奥深く始まりました。あるいは先ほど議員も申されました

ように、竹灯籠のことも始まりましたし、それから伝承芸能祭もかなり確かな形で今継承を

されておりますし、あるいは各地区の振興会ですね、こういうものも非常に活発になってき

ております。そしてまた、シギ・チドリネットワーク、海の森事業、こういうものについて

も民間レベルで非常に盛んになってきております。こういうこと、あるいはまた、この海の

森、シギ・チドリネットワーク、これは環境問題に関してでございますが、この環境問題を

まちづくりと融合させてやっているところということで、鹿島市は実は高い評価を受けてお

ります。ＷＷＦからは駐在員を鹿島市に派遣していただいておりますが、実はこういうとこ

ろに着目をして、そして、ここで学んだことを全国、全世界に発信をするということであり

ます。鹿島方式と彼たちは今呼んでおられるわけです。あるいはまた、こういう活動に対し

て韓国の大学、あるいは民間からも視察に来られたところであります。

それから、まちづくり、ハード面でも非常に鹿島市は特徴的な高いレベルのものを民間で

やっていただいております。それは道路の舗装とか改修とか、これを市は原材料支給という

形でやって、作業を地元の人たちがやっていただいているということであります。

ちょっとその規模を紹介してみますと、平成15年度予算でいいますと、都市建設課関係で

予算規模で22,000千円、それから農林水産課関係で23,000千円ぐらい、都合45,000千円、来

年度もできるだけこれを維持するようにということでやっているわけでありますが、この

45,000千円のお金、大体毎年これぐらいの原材料支給をやっている状況です。これは成果を
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申し上げますと、都市建設関係では22,000千円の予算で15年度は約 940メートルの生活道路

の舗装、路肩修繕、こういうものを民間の皆さんがやってもらっております。それから、農

林水産課関係では林道を 2,776千円の予算で 1,004メートル改修をやってもらっています。

それから農道、あるいは用排水路関係では、農道が今年度だけで延長 8,111メートル、水路

が 1,349メートルですね。都合45,000千円の予算で、道路の延長距離を言いますと、 940足

す 1,004足す 8,000ですから、約10キロですか、10キロをたった45,000千円の予算でやって

いただいているわけです。これは非常に特徴的なことです。マスコミも取り上げてくれませ

んが、こういうふうに、こういうものがいっぱい我々は民と官が一体となって、あるいは市

民のまちおこしの感覚による努力によって非常な成果を上げておりますので、例えばこうい

う面をピックアップして、一つのものとして集大成をしまして、何らかの形で議会にも、あ

るいは市民の皆さんにも発表、紹介をしたいというふうに思います。

それから、予算の１％を文化面にと。１％という固定的なものではございませんが、でき

るだけやっぱりこれは文化面、あるいは環境面にもそうですが、配慮しながらやっていかな

ければいけないというふうに思っておりますし、今までもできる限り蟻尾山公園の整備とか

スカイロード、桜通り、浜町のこと、こういうところでもやっておりますし、また、環境面

に配慮としては、私は10日ぐらい前にちょっと現場を見に行きましたが、広平線ですね、こ

れは辺地道路で市の単独事業でやっておりますが、ここが道路を拡幅することによって河川

をずらす、片側に道路がかかりましたので、その反対の河川の堤防を広げる、この工事をコ

ンクリート張りではなくて、全部石積みでやっておりますので、どうか議員諸兄も一遍見に

行っていただきたいというふうに思います。そういう面には十分注意をしてやっております

し、これからもやらなければいけないというふうに思っております。

それから、合併についてですが、実はこれはもう全庁的に全職員がほぼかかって、総力戦

でやっております。これは 2,000項目ものチェック作業をしなければいけないということは

申し上げておりますが、合併協議会の下部組織といいますか、準備段階で作業部会、あるい

はその上に専門部会、そして幹事会と、こういうもので調整、積み上げをしてきたものを合

併協議会に提案しているということでありますので、これはもうピラミッド型で全職員がこ

れにかかっていると言っても過言ではございません。

あるいはまた職員も、合併についての総合的な知識も必要であります。これは部課長会で

もポイントについては私の方から経過を説明しておりますし、また、住民説明会の前には全

職員を対象に、半分ずつ分けまして、業務もありますので、全職員に今までの経過、あるい

は私なりの考えを説明したところであります。

この合併についてもう少し申し上げますと、これはもう不可欠、今はそう思っております。

ちょうど皆さん方、２年半から３年ぐらい前になりますか、合併、もうしなくて済むことな

らば、気持ちとしてはしない方がいいですよというところからスタートいたしましたが、い
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ろんな状況の変化、あるいは国の政策の転換もございまして、今はもう合併をしなくて済む

なんていう考えは毛頭もございません。それを一番わかっているのが我々、行政内部におる

者がそうでありますので、住民の皆さんに対して、なかなかやっぱり理解しにくい点もあり

ます。そういう方々に対しては説明というより、むしろ説得してでも、この合併を成功させ

なければいけないというふうに思っております。これは一言で言いますと、合併をしないで

行政は成り立っていくかと、成り立ってはいくんです。ただし、負担はかなり高くなるし、

サービスは非常に低下します。そういう状況がもう目に見えておりますので、今のサービス

をできる限り低下させないように、これ若干は低下しますけどね、こういうことを私たちは

住民の皆さんにもっともっと強力に説明を、あるいは説得をしていく必要があるというふう

に思っております。

それから産業の再生、確かに申されるとおり、あるいは感覚的に私も全く一緒です。特に

地方は定住人口がふえないという状況の中で、交流人口の活用という切り口からもそうです

し、また、東京農大だったですか、九州大学の農学部だったですか、野村たいすけ教授が、

今からは観光産業という一面的なとらえ方ではなくて、産業観光だというふうに看破をして

おられる。これはもうはるかに10年以上前にこういうことを提起されたわけであります。

つまり産業観光とは何かというと、先ほど議員がおっしゃいました産業、例えば農業を観

光に利用するグリーンツーリズム、あるいは漁業、これはブルーツーリズムと言っておるの

かな。（「ブルーです」と呼ぶ者あり）ブルーですね、ブルーツーリズム。あるいは林業な

んか、海の森なんかは結果的にそうなっているんですね。去年なんかは石川県とか大阪府と

かもボランティアで参加をしていただきましたし、九州一円からもこの海の森事業に参加を

していただいております。あるいは工業面においても、先ほど御紹介がありましたが、東亜

工機の工場見学、こういうものも該当するのかなと、観光面に産業を利用すると。あるいは

エコツーリズムだってそういうジャンルに入っていくんだろうというふうに思います。

やっぱりこういうふうな産業と観光をかけ合わせることによるいろんな交流人口の活用と

いうものを、もっと柔軟に幅広く我々自身が今から考えて、いろんな政策を編み出していか

なければいけないというふうに思います。

以上です。

○議長（小池幸照君）

以上で21番議員の質問を終わります。

よって、本日の日程はこれにて終了いたします。

次の会議は、明11日午前10時から開き、議案審議を行います。

本日はこれにて散会をいたします。

午後３時37分 散会
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